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はじめに 

 

本冊子は、平成 22 年９月 27 日に大阪府知事から意見照会を受けた「東部大阪都

市計画ごみ焼却場四條畷市交野市ごみ処理施設整備事業に係る環境影響評価方法

書」について、大阪府環境影響評価審査会においてその内容を慎重に検討した結果

をとりまとめたものである。 
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Ⅰ 環境影響評価方法書の概要 

 

（１） 事業の概要 

① 都市計画決定権者の名称 
交野市 

四條畷市 

 

② 事業の名称 

東部大阪都市計画ごみ焼却場四條畷市交野市ごみ処理施設整備事業 

※大阪府環境影響評価条例別表６の項に掲げる一般廃棄物処理施設の設置の事業

（処理能力の合計が１日当たり 140 トン） 

 

③ 目的 
四條畷市清滝地区に立地する現ごみ処理施設の老朽化が著しいことから、交野市の

磐船地区に新たなごみ焼却施設を整備し、交野市及び四條畷市から排出される一般廃

棄物について、衛生的、安全かつ安定・迅速に処理し、市民の快適な生活環境を維持

する。 

また、リサイクル施設を併設し、資源ごみ等のリサイクル及び適正処理を推進する。 

 

④ 事業計画 

 

事業計画の概要 

項  目 内      容 

施設の内容及び規模 
ごみ焼却施設    140トン/日（70トン/24h×２炉）

リサイクル施設    27トン/日 

事業計画地の位置 交野市大字私市3029番地外 

敷地面積 約5.7ha 

緑化計画 国定公園内にふさわしい緑化計画とする。 

（方法書から引用） 
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事業計画地の位置       （方法書から引用） 

事業計画地 
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 ⑤施設計画 

 

施設計画の概要 

施設 項目 内容等 

処理対象物 
一般廃棄物（普通ごみ・可燃ごみ等）、北河内４市リサイクルプラザから

の可燃残渣 

処理能力 140 トン/日（70トン/24h×2炉） 

処理方式 全連続式ストーカ式焼却炉 

型式 廃熱ボイラ＋発電機 
余熱利用 

定格出力 2,180 kW 

稼働時間 24時間運転 
稼働条件 

稼働日数 355 日（最大） 

煙突高さ 59 m 

吐出速度 25 m/s以上 煙突条件 

排ガス温度 180 ℃ 

湿りガス量 27,700 m3N/h 

乾きガス量 

（酸素濃度12%換算値） 

24,300 m3N/h 

（19,200 m3N/h） 

酸素濃度 13.9 % 

硫黄酸化物 20 ppm     (酸素濃度12%換算値) 

窒素酸化物 30 ppm     (酸素濃度12%換算値) 

ばいじん 0.01 g/m3N  (酸素濃度12%換算値) 
塩化水素 20 ppm     (酸素濃度12%換算値) 

排ガス条件 

(１炉あたり) 

 

ダイオキシン類 0.1 ng-TEQ/m3N (酸素濃度12%換算値) 

硫黄酸化物 6,543 m3N/年 

窒素酸化物  9,815 m3N/年 

ばいじん 3,272 kg/年 

塩化水素 6,543 m3N/年 

ごみ焼却 

施設 

年間排出量 

(２炉合計) 

ダイオキシン類 33 mg/年 

資源系 缶、ビン 
処理対象物 

粗大系 可燃粗大ごみ、不燃粗大ごみ、粗大ごみ、不燃ごみ 

処理能力 27 トン/日 

資源系 缶、ビン 選別後、缶は圧縮 

可燃粗大ごみ及び粗大ごみ 破砕 

リサイクル 

施設 

処理方式 
粗大系 

不燃粗大ごみ及び不燃ごみ 選別＋破砕＋選別 

古紙（紙製容器包装を含む） 保管後、再生業者に引き渡し 

乾電池 
回収容器に入れて保管後再生業

者に引き渡し ストックヤード 保管系 

蛍光管 

蛍光管から水銀を除去後、水銀

を回収容器に入れて保管し、抜

き取ったガラス管も、その後再

生業者に引き渡し 

    （方法書から引用） 
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施設配置計画（イメージ）    （方法書から引用） 

凡例 □：事業計画地 

 

注） 緑化計画の詳細は今後検討する。 

0 100m 

縮 尺 

煙突 

生駒市

交野市

交野市 

交野市 
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ごみ焼却施設一般図（イメージ）    （方法書から引用） 

南西面 北西面 南東面 

立 面 図 
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⑥ごみの搬入計画 

収集車等の主な収集ルートは、交野市市街地から国道 168 号を南下する北ルートと

四條畷市市街地から国道 163 号を経て、国道 168 号を北上する南ルートを計画してい

る。 

また、国道 163 号のバイパス完成後は、当該区間においては、現国道を通行しない

ルートを計画している。 

 

ごみ収集車等の運行台数（片道 1 日当たり、日最大） 

（単位：台／日） 

 北ルート 南ルート 

ごみ収集車等 72台 52台 

資材等搬出入車等 15台 34台 
ごみ処

理施設 

通勤車等 26台 27台 

注) ごみ収集車等  ：収集車＋直接持込車 

資材等搬出入車等：灰搬出車+薬品搬入車+資源化物搬入車+公用車(マイクロバス)+来訪車 

通勤車等    ：通勤車＋公用車 

（方法書から引用） 

 

⑦工事計画 

工事用車両の搬出入台数は、片道1日当たり約60台（小型車15台、大型車45台）を

見込んでおり、走行ルートは、ごみ収集車等の走行ルートと同様に、北ルートと南ル

ートを計画している。 

 

造成工事及び建設工事予定 

年次 

工事 
１年次 ２年次 ３年次 ４年次 

敷地造成工事 
 

   

ごみ焼却施設及びリサイクル施設建設工事 
 

   

（方法書から引用） 

 

（２） 環境影響評価を実施する地域 

環境影響評価を実施する地域は事業規模、内容等を勘案し、交野市、四條畷市及び奈

良県生駒市としている。 
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収集車等の主な収集ルート     （方法書から引用） 

国
道
168
号 

南ルート
（計画中）

国道 163 号 

北
ル
ー
ト

事業計画地

搬入ルート 

搬入ルート（トンネル内） 

国道163号バイパス（計画中） 
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（３） 環境影響要因及び環境影響評価の項目 

 

環境影響要因と環境影響評価項目の関係 

環境項目 環境影響要因の内容 

施設の供用 工事の実施

大項目 小項目 

 
施 
設 
の 
存 
在 

 
施 
設 
の 
稼 
働 

 
ご 
み 
収 
集 
車 
等 
の 
走 
行 

 
施 
設 
の 
建 
設 
工 
事 

 
工 
事 
用 
車 
両 
の 
走 
行 

二酸化硫黄  ○  ○  

浮遊粒子状物質  ○ ○ ○ ○ 

二酸化窒素  ○ ○ ○ ○ 

ベンゼン   ○  ○ 

環境基準 
設定項目 

ダイオキシン類  ○    

塩化水素  ○    

大気質 

その他 
水銀  ○    

生活環境項目    ○  

健康項目    ○  

特殊項目      
水質・底質 

その他      

生活環境項目      

健康項目    ○  地下水 
その他 ダイオキシン類    ○  

騒音 騒音  ○ ○ ○ ○ 

振動 振動  ○ ○ ○ ○ 

低周波音 低周波音  ○    

悪臭 特定悪臭物質、臭気指数  ○    

地盤沈下 地盤沈下      

土壌汚染 土壌汚染    ○  

日照阻害 日照阻害      

電波障害 テレビ電波障害 ○     

気象、地象、水象       

陸生動物    ○  

陸生植物    ○  

淡水生物    ○  
陸域生態系 

陸域生態系    ○  

海域生態系       

人と自然との触れ合いの活動の場    ○  ○ 

自然景観 ○     

歴史的・文化的景観 ○     景観 
都市景観      

有形文化財等 ○     
文化財 

埋蔵文化財      

一般廃棄物  ○  ○  

産業廃棄物  ○  ○  廃棄物、発生土 
発生土    ○  

温室効果ガス  ○ ○ ○ ○ 
地球環境 

オゾン層破壊物質      

 (方法書から引用) 
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（４） 現況調査 

 

現況調査の内容 

調査項目 調査地域・地点 調査時期・頻度
調査方法 

（既存資料名） 
調査方法の選定理由 

大気質 

既存

資料

調査 

大気汚染物質の濃度

の状況 

気象の状況 

事業計画地周辺 過去5年間 

「大阪府環境白書」（大

阪府）、「奈良県環境白

書」（奈良県）等 

事業計画地周辺における環境

濃度を把握するため、既存デ

ータを収集する。 

二酸化硫黄 溶液伝導率法等 

窒素酸化物 

(NO,NO2,NOx) 

ザルツマン吸光光度法

等 

浮遊粒子状物質 

事業計画地：1地点

測定高さ:地上3m 

通年連続 

(1時間値) 

β線吸収法等 

塩化水素 
4季(7日/季) 

(1回/日:24時間値)

濾紙捕集後、イオンク

ロマトグラフ法等 

水銀 
4季(7日/季) 

(1回/日:24時間値)

金アマルガム捕集-加

熱気化、非分散冷原子

吸光法 

ダイオキシン類 

事業計画地及びその

周辺:6地点 

測定高さ:1.5m 

4季(1回/季) 

(7日間値/1回) 

ハイボリウムエアサン

プラ捕集、高分解能ガ

スクロマトグラフ質量

分析計による方法 

窒素酸化物 

（簡易法） 

事業計画地周辺:22

地点 

測定高さ:地上3m 

4季(1回/季) 

(7日間値/1回) 
PTIO法 

事業計画地周辺の大気汚染の

状況を把握するため、事業計

画地で二酸化硫黄、窒素酸化

物、浮遊粒子状物質の通年調

査を行う。 

塩化水素・水銀・ダイオキシ

ン類については事業計画地及

びその周辺で、季節変動を考

慮し、4季調査を行う。 

窒素酸化物については、計画

地周辺の状況をより詳細に把

握するため、簡易法による4

季調査を追加する。 

窒素酸化物 

(NO,NO2,NOx) 

ザルツマン吸光光度法

等 

浮遊粒子状物質 

道路沿道:3地点 

測定高さ:3m 

4季(1カ月/季) 

(1時間値) 
β線吸収法等 

ベンゼン 
道路沿道:3地点 

測定高さ:3m 

4季(1日/季) 

(1回/日:24時間値)

キャニスター捕集、ガ

スクロマトグラフ質量

分析計による方法 

ごみ収集車等及び工事用車両

の主要な走行ルートの現況の

状況を把握するため、主な走

行ルートである、国道163号及

び国道168号の2ルート3地点

を選定した。ベンゼンについ

ては季節変動を考慮し、4季調

査を行う。 

現

地

調

査 

大 

気 

質 

窒素酸化物 

（簡易法） 

道路沿道:3断面(10地点)

測定高さ:3m付近 

4季(1回/季) 

(7日間サンプリ

ング/1回) 

PTIO法 

ごみ収集車等及び工事用車両

の主要な走行ルートの現況の

状況把握をするため、2ルート

3断面を選定した。季節変動を

考慮し、4季調査を行う。 

 

（方法書から引用） 
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現況調査の内容 

調査項目 調査地域・地点 調査時期・頻度
調査方法 

（既存資料名） 
調査方法の選定理由 

風向風速 風車型微風向風速計等

日射量 熱電堆式全天日射計等

放射収支

量 

通年連続 

(毎時:10 分間

値) 

風防型放射収支計等 

地

上 

気温湿度 

事業計画地:1地点 

測定高さ 

風向風速：約10m 

日射量 ：約3m 

放射収支量、気温及

び湿度 ：1.5m  
通年連続 

(毎正時値) 
温度計、湿度計等 

大気質の現況解析及び大気

拡散予測を行う上で必要な

データとなるため、事業計画

地の1地点において、通年連

続測定とする。なお、風向風

速においては、一般風が把握

できる位置に設置する。 

高

層 

風向風速 

気温 

事業計画地:1地点 

測定高さ： 

地上～1000m､50m毎

4季(7日/季) 

(8回/日:3時間毎)
レーウィンゾンデ観測

排ガスが拡散する高度付近

の気象条件及び逆転層等の

特殊気象条件の出現状況を

把握するため、事業計画地で

4季1週間調査を行う。 

 

上

層 
上層風 

事業計画地:1地点 

高度200mまで 

通年連続 

(毎時:10 分間

値) 

ドップラーソーダ等 

複雑な地形の場合、地上と上

層の風が異なることが多く、

排ガスが拡散する高度付近

の風向風速を測定するため

に、事業計画地で通年連続測

定する。 

大気拡散実験 

事業計画地:1地点 

放出高さ：59m 

採取高さ：地上約1m

風下距離： 

0.5,1,1.5,2km

2季(夏･冬、7日/季)

(10ケース程度/

季) 

パーフルオロカーボン

を放出し、風下の約20

地点で採取した試料を

ガスクロマトグラフで

分析 

排煙の拡散状況を把握する

ことで、大気拡散予測の際に

現地に適した拡散パラメー

ターの設定を行うため、2季1

週間調査を行う。 

現

地

調

査 

気

象 

風向風速 
道路沿道:3地点 

測定高さ:10m 

4季(1カ月/季) 

( 毎時:10 分間

値) 

風車型微風向風速計等

大気質の沿道における現況

解析及び大気拡散予測を行

う上で必要なデータとなる

ため、風向風速を測定する。

 

（方法書から引用） 
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現況調査の内容 

調査項目 調査地域・地点 調査時期・頻度
調査方法 

（既存資料名） 
調査方法の選定理由 

水質・底質 

既存

資料

調査 

水質・底質の状況 
天野川及びその

支流河川 
最新の年度 

「大阪府環境白書」（大阪

府）、「生駒市の環境」（生

駒市）等 

水質・底質の状況を把握す

るため、既存データを収集

する。 

水

質 

平水時 

・生活環境項目 

（pH、DO、BOD、COD、SS、

大腸菌群数、T-N、T-P、

Zn） 

・健康項目（27項目*１） 

・特殊項目（8項目*２） 

・ダイオキシン類 

・電気伝導率 

 

降雨時 

・流量、SS 

河川:2地点 
 

平水時 

・生活環境項目､

電気伝導率 

4季(1回/季) 

・その他 

2季(1回/季) 

 

 

 

 

降雨時 

・3降雨(3回/1降

雨) 

・生活環境項目、健康項目、

特殊項目、電気伝導率 

「公共用水域及び地下水

の水質測定計画」（大阪

府）に示された方法 

・ダイオキシン類 

平成11年環境庁告示第68

号別表の水質に準拠 

放流河川の水質を把握す

るため、事業計画地の上流

及び下流で調査を行う。

降雨時に濁水調査を実施

する。 

 

現地

調査 

底

質 

・一般項目 

（pH、COD、含水率、粒

度組成、硫化物、酸化

還元電位、T-N、T-P） 

・底質の暫定除去基準項

目（水銀、PCB） 

 

・土壌汚染対策法に係る

含有試験の対象項目 

（9項目*３） 

・ダイオキシン類 

 

河川:2地点 2季(1回/季) ・一般項目 

昭和63年環水管第127号

「 底質調査方法」等 

 

・底質の暫定除去基準項目 

昭和63年環水管第127号

「 底質調査方法」 

・土壌汚染対策法に係る含

有試験の対象項目 

平成15年環境省告示第19

号に準拠 

・ダイオキシン類 

平成11年環境庁告示第68

号別表の水底の底質に準

拠 

放流河川の底質を把握す

るため、事業計画地の上流

及び下流で調査を行う。

地下水 

既存

資料

調査 

地下水の状況 事業計画地周辺 最新の年度 
「大阪府環境白書」（大阪

府）等 

地下水の状況を把握する

ため、既存データを収集す

る。 

現地

調査 

・健康項目（28項目*1）、 

ダイオキシン類 

 

 

 

 

・流向流速 

 

 

周辺井戸及び観

測井:2地点 

 

 

 

観測井:1地点 

4季(1回/季) 

 

 

 

 

 

4季(1回/季) 

・健康項目 

「公共用水域及び地下水

の水質測定計画」（大阪

府）に示された方法 

・ダイオキシン類 

平成11年環境庁告示第68

号別表の水質に準拠 

・流向流速 

流向流速計による方法 

事業計画地及びその周辺

の地下水の水質及び流動

を把握するため、事業計画

地内及び近傍で調査を行

う。 

*1 健康項目（河川27項目、地下水28項目）：カドミウム、全シアン、鉛、砒素、六価クロム、総水銀、アルキル水銀、Ｐ
ＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタン、１，１－ジクロロエチレン、シスー１，２
－ジクロロエチレン（河川）、１，２－ジクロロエチレン（地下水）、１，１，１－トリクロロエタン、１，
１，２－トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、１，３－ジクロロプロペン、チ
ウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、
１，４－ジオキサン、塩化ビニルモノマー（地下水のみ） 

*2 特殊項目（ 8項目）：フェノール類、銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、全クロム、アンモニア性窒素、陰イオン界
面活性剤、n-ヘキサン抽出物質（油分等） 

*3 土壌汚染対策法に係る含有試験の対象項目（9項目）：カドミウム、シアン、鉛、砒素、六価クロム、総水銀、セレン、
ふっ素、ほう素 

（方法書から引用） 
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現況調査の内容 

調査項目 調査地域・地点 調査時期・頻度
調査方法 

（既存資料名） 
調査方法の選定理由 

騒音 

既存

資料

調査 

騒音の状況 

事業計画地周辺、ご

み収集車等及び工事

車両の走行ルート 

最新の年度 

「大阪府環境白書」（大

阪府）、「生駒市の環

境」（生駒市）等 

環境騒音及び道路交通騒音

の状況を把握するため、既存

データを収集する。 

環境騒音 

等価騒音レベル(LAeq) 

 

事業計画地敷地境

界:4地点 

一般環境:1地点 

測定高さ：1.2m 

平日、休日各1回

(24時間連続) 

JIS Z8731「環境騒音の

表示・測定方法」に準

拠 

現況の環境騒音を把握する

ため、事業計画地敷地境界4

地点及び周辺1地点を選定す

る。１年を通した環境騒音の

平均的な状況を適切に把握

できる日に、平日と休日の各

1回調査を行う。 

道路交通騒音 

等価騒音レベル(LAeq) 

JIS Z8731「環境騒音の

表示・測定方法」に準

拠 

現地

調査 

交通量 

道路沿道:3地点 

測定高さ：1.2m 

平日、休日各1回

(24時間連続) 
調査員による交通量の

計測 

ごみ収集車等及び工事用車

両の主要な走行ルートの現

況の道路交通騒音を把握す

るため、2ルート3地点を選定

する。交通量が通常と異なる

時期を避けて、平日と休日の

各1回調査を行う。 

振動 

既存

資料

調査 

振動の状況 

事業計画地周辺、ご

み収集車等及び工事

車両の走行ルート 

最新の年度 

「大阪府環境白書」（大

阪府）、「生駒市の環

境」（生駒市）等 

一般環境中の振動、道路交通

振動の状況を把握するため、

既存データを収集する。 

一般環境中の振動 

振動レベル(L10) 

事業計画地敷地境

界:4地点 

一般環境:1地点 

測定高さ：地盤高さ

平日、休日各1回

(毎正時10分) 

JIS Z8735「振動レベル

の測定方法」に準拠 

一般環境中の振動を把握す

るため、事業計画地敷地境界

4地点及び周辺1地点を選定

する。一般環境中の振動の状

況を適切に把握し得る日に、

平日と休日の各1回調査を行

う。 

道路交通振動 

振動レベル(L10) 

平日、休日各1回

(毎正時10分) 

JIS Z8735「振動レベル

の測定方法」に準拠 

現地

調査 

地盤卓越振動数 

道路沿道:3地点 

測定高さ：地盤高さ 平日1回 

(大型車10台測定)

振動レベル計をデータ

レコーダに接続し、周

波数を分析 

ごみ収集車等及び工事用車

両の主要な走行ルートの現

況の道路交通振動を把握す

るため、2ルート3地点を選定

する。交通量が通常と異なる

時期を避けて、平日と休日の

各1回調査を行う。 

低周波音 

既存

資料

調査 

低周波音の状況 事業計画地周辺 最新の年度 

「大阪府環境白書」（大

阪府）、「生駒市の環

境」（生駒市）等 

低周波音の状況を把握する

ため、既存データを収集す

る。 

現地

調査 

低周波音の音圧レベ

ル 

事業計画地敷地境

界:4地点 

一般環境:1地点 

測定高さ：1.2m 

平日、休日各1回

(毎正時10分) 

「低周波音の測定方法

に関するマニュアル」

（平成12年10月 環境

庁大気保全局）に準拠

環境中の低周波音を把握す

るため、事業計画地敷地境界

4地点及び周辺1地点を選定

する。低周波音の実態を把握

し得る日に、平日と休日の各

1回調査を行う。 

 

（方法書から引用） 



- 13 - 

 

現況調査の内容 

調査項目 調査地域・地点 調査時期・頻度
調査方法 

（既存資料名） 
調査方法の選定理由 

悪臭 

既存

資料

調査 

悪臭の状況 事業計画地周辺 最新の年度 

「大阪府環境白書」（大

阪府）、「生駒市の環

境」（生駒市）等 

悪臭の状況を把握するため、

既存データを収集する。 

現 

地 

調 

査 

特定悪臭物質濃度（22

項目*１） 

臭気指数 

事業計画地敷地境

界：4地点 

一般環境：5地点 

測定高さ：1.2m 

夏季の2日 

(1回/日) 

「特定悪臭物質の測定

の方法」、「臭気指数

及び臭気排出強度の算

定の方法」に準拠 

悪臭の現況を把握するため、

事業計画地敷地境界4地点及

び一般環境5地点を選定す

る。悪臭が感じられやすい夏

季の2日とする。 

土壌汚染 

既存

資料

調査 

土壌の状況 事業計画地周辺 最新の年度 
「大阪府環境白書」（大

阪府）等 

土壌の状況を把握するため、

既存データを収集する。 

溶出試験項目 

（26項目*2）

含有試験項目 

（9項目*3）

平成15年環境省告示第

18号及び19号に準拠 

ダイオキシン類 

事業計画地（調査地

点は概ね30mメッシ

ュごとに１箇所） 

 

１回 

平成11年環境庁告示第

68号別表の土壌に準拠

現 

地 

調 

査 

地盤の状況 事業計画地 1回 

弾性波探査により、土

壌の状況、支持層の確

認、基盤面までの深度

を把握する。 

事業計画地内の土壌汚染の

状況を把握するため、計画地

内で土壌調査を実施する。

電波障害 

既存

資料

調査 

電波の状況 事業計画地周辺 最新の年度 放送局資料等 
電波の状況を把握するため、

既存データを収集する。 

現 

地 

調 

査 

テレビ電波受信状況 

事業計画地周辺(10

地点) 

測定高さ：10m程度

1回 
電波測定車を用い、受

信状況を測定 

事業計画に基づき、電波障害

範囲を予測した上で、適切な

地点を選定する。 

*1 特定悪臭物質（22物質）：アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン、

アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアル

デヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシ

レン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸 

 

*2 土壌溶出試験項目（26項目） 

分類 項目 

揮発性有機化合物 

(第1種特定有害物質) 

四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエ

チレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-

トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン 

重金属等 

(第2種特定有害物質) 

カドミウム、六価クロム、全シアン、総水銀、アルキル水銀、セレン、鉛、砒素、

ふっ素、ほう素、 

農薬等 

(第3種特定有害物質) 

シマジン、チウラム、チオベンカルブ、ＰＣＢ、有機りん 

 

*3 土壌含有量試験項目（9項目）：カドミウム、シアン、鉛、砒素、六価クロム、総水銀、セレン、ふっ素、ほ

う素 

 

（方法書から引用） 
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現況調査の内容 

調査項目 調査地域・地点 調査時期・頻度
調査方法 

（既存資料名） 
調査方法の選定理由 

陸域生態系 

既存

資料

調査 

動植物の状況等 事業計画地周辺 
入手可能な最新資

料 

「大阪府における保護

上重要な野生生物」（大

阪府）等 

動植物の状況を把握するた

め、既存データを収集する。

事業計画地及び周辺

約200m 
4季 フィールドサイン法 

哺乳類 
事業計画地及び周辺

約200m：3地点 
4季 トラップ調査法 

哺乳類の生息状況を把握す

るため、フィールドサイン法

及びトラップ調査法による

調査を4季行う。 

事業計画地及び周辺

約200m：2ルート 

4季(春･初夏･秋･

冬) 
ラインセンサス法 

鳥類 

事業計画地及び周辺

約200m：2地点 

4季(春･初夏･秋･

冬) 
ポイントセンサス法 

鳥類の生息状況を把握する

ため、ラインセンサス法及び

ポイントセンサス法による

調査を行う。調査時期は時期

によって異なる鳥類相を把

握するために年4季調査を行

う。 

 猛禽類調査 
事業計画地及び周辺

：2地点 

7回程度 

(早春～夏) 
定点観察法 

事業計画地周辺には樹林や

耕作地が分布しており、猛禽

類が生息している可能性が

あるため、猛禽類の繁殖期に

調査を行う。 

両生類 

爬虫類 

事業計画地及び周辺

約200m  

3季 

(春･夏･秋) 
直接観察法 

両生類・爬虫類の生息状況を

把握するため、直接観察法に

よる調査を3季行う。 

事業計画地及び周辺

約200m 
3季(春･夏･秋) 任意採取法 

事業計画地及び周辺

約200m：3地点 
2季(夏･秋) ライトトラップ法 

陸

生

動

物 

昆虫類 

事業計画地及び周辺

約200m：3地点 
2季(夏･秋) ベイトトラップ法 

昆虫類の生息状況を把握す

るため、任意採取法による調

査を昆虫類の活動時期であ

る春～秋にかけて3季行う。

ライトトラップ法及びベイ

トトラップ法は、多くの種が

夏場に確認されるため、夏

季・秋季の2季調査を行う。

植物相 
事業計画地及び周辺

約200m 

4期 

(春･初夏･夏･秋)
目視観察法 陸

生

植

物 植生 
事業計画地及び周辺

約200m 

4期 

(春･初夏･夏･秋)
植物社会学的調査法 

陸生植物の現状を把握する

ため、調査を行う。調査時期

は植物の確認の時期として

適さない冬季を除く4期とす

る。 

魚類、底生生物 3季(春･夏･秋) 
任意採取法 

目視観察法 

水生昆虫類 

河川:2地点 

3季(早春･夏･冬)
任意採取法 

コドラート法 

淡水生物の現状を把握する

ため、工事排水の放流河川で

調査を行う。 

淡

水

生

物 
水生植物 

事業計画地及び周辺

約200m 

4期 

(春･初夏･夏･秋)
目視観察法 陸生植物と同様に実施する。

現 

地 

調 

査 

陸

域

生

態

系 

群集の構造、移動

経路、食物連鎖の

状況等の解析 

陸生動物、陸生植物の調査結果に基づき、上位性、典型性、特殊

性の観点から複数種を選定し群集の構造、移動経路、食物連鎖の

状況について解析する。 

陸域生態系の現状を把握す

るため、生態系の上位性、典

型性、特殊性の観点から解析

する。 

（方法書から引用） 
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現況調査の内容 

調査項目 調査地域・地点 調査時期・頻度
調査方法 

（既存資料名） 
調査方法の選定理由 

人と自然との触れ合いの活動の場 

既存

資料

調査 

活動の場の所在 事業計画地周辺 
入手可能な最新資

料 

ハイキングコースパン

フレット等 

事業計画地周辺の人と自然

との触れ合いの活動の場の

情報を把握するため、既存資

料を収集する。 

ハイキング者の道路の

横断地点（3地点） 
カウントによる方法等 現 

地 

調 

査 

活動の場の利用状況 事業計画地及び運搬経

路周辺（上記3地点 

周辺） 

秋季（平日、休日）

各１回（7～19時） 聞き取り調査を行い、活

動の場の利用人数、利用

形態を調査する。 

ごみ収集車等の走行ルート

上にハイキングコースがあ

り、ハイキング者の道路横断

状況を把握するために、１季

（秋季）に調査を実施する。

景観 

既存

資料

調査 

自然景観、歴史的・文

化的景観の状況 

事業計画地周辺の主要

な眺望地点 

入手可能な最新資

料 

「大阪府環境白書」（大

阪府）、「生駒市の環境」

（生駒市）等 

事業計画地周辺の眺望地点

の状況を把握するため、既存

資料を収集する。 

現 

地 

調 

査 

自然景観、歴史的・文

化的景観 

事業計画地周辺3km以

内(7地点) 
1回 写真撮影 

視覚的に施設完成後の変化

の把握をするため、住宅地

（磐船、下田原、妙見東、北

田原）、公園（ほしだ園地）

等から近景、中景、遠景の代

表地点7地点を選定する。 

文化財 

既存

資料

調査 

文化財 
事業計画地及びその周

辺 

入手可能な最新資

料 

「交野市文化財分布地

図」等 

事業計画地周辺の文化財の

状況を把握するため、既存資

料を収集する。 

 

（方法書から引用） 
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（５） 予測の手法 

 

予測の項目、方法、地域及び時期（施設の存在・供用時） 

予測項目 予測事項 予測方法 
予測方法の選定

理由 
予測地域 

予測対象 
時期 

大気質 

二酸化硫黄、二酸化
窒素、浮遊粒子状物
質、塩化水素 

年平均濃度 
１時間濃度 

水銀、 
ダイオキシン類 

年平均濃度 

（年平均値） 
「窒素酸化物総量規制マ
ニュアル（新版）」(平成12
年)に示されたプルーム・パ
フモデルを基本とした大気
拡散モデルによる計算を行
い、周辺地域での寄与濃度及
び環境濃度を予測する。 
なお、地形の影響は風洞実
験を用いて補正する。 
 
（１時間値） 
一般的な気象条件として、
比較的高濃度が生じやすい
気象条件時、年間出現頻度が
最も高い気象条件時を設定
し、寄与濃度と環境濃度を予
測する。 
特殊気象条件として、上層
逆転層出現時、接地逆転層崩
壊時、ダウンウォッシュ出現
時等について、「窒素酸化物
総量規制マニュアル（新版）」
等に示されたモデル等によ
り、計算を行い、寄与濃度及
び環境濃度を予測する。 

煙突排出ガスの
影響予測に一般
的に用いられて
いる手法を採用
した。 

事業計画地
周辺 

煙
突
排
出
ガ
ス 

地形影響 地形影響の検討 

現地地形模型を風洞内に設置

し、複雑地形による影響の程度

を把握する。 

事業計画地周辺
が複雑地形であ
るため、地形影響
の予測に用いら
れている風洞実
験を採用した。

事業計画地
周辺 

排
出
ガ
ス 

ご
み
収
集
車
等 

二酸化窒素、浮遊粒
子状物質、ベンゼン 

年平均濃度 

「道路環境影響評価の技術
手法」（平成19年9月、（財）
道路環境研究所）に示された
方法 

車両排ガスの影
響予測に一般的
に用いられてい
る手法を採用し
た。 

ごみ収集
車等の主
要走行ル
ート沿道 

施設の稼働が
最大になる時
期 

 

（方法書から引用） 
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予測の項目、方法、地域及び時期（施設の存在・供用時） 

予測項目 予測事項 予測方法 
予測方法の選定

理由 
予測地域 

予測対象 
時期 

騒音 

施設の稼働に伴う施設騒
音 

騒音レベル 
(ＬA5、ＬAeq) 

騒音の伝搬計算式による数
値計算 

施設騒音の影響
予測に一般的に
用いられている
手法を採用した。 

事業計画地
の敷地境界
及び近傍の
住宅地 

ごみ収集車等の走行に伴
う道路交通騒音 

等価騒音レベル 
(ＬAeq) 

日本音響学会による道路交通
騒音予測式(ASJ RTN-Model 
2008) 

道路交通騒音の
影響予測に一般
的に用いられて
いる手法を採用
した。 

ごみ収集車
等の主要走
行ルート沿
道 

施設の稼働が
最大になる時
期 

振動 

施設の稼働に伴う施設振
動 

振動レベル 
(Ｌ10) 

振動の伝搬計算式による数
値計算 

施設振動の影響
予測に一般的に
用いられている
手法を採用した。 

事業計画地
の敷地境界
及び近傍の
住宅地 

ごみ収集車等の走行に伴
う道路交通振動 

振動レベル 
(Ｌ10) 

「道路環境影響評価の技術
手法」（平成19年9月、（財）
道路環境研究所）に示された
方法 

道路交通振動の
影響予測に一般
的に用いられて
いる手法を採用
した。 

ごみ収集車
等の主要走
行ルート沿
道 

施設の稼働が
最大になる時
期 

低周波音 

施設の稼働に伴う低周波
音 

低周波音の音圧
レベル 

既存類似例による方法 

低周波音の影響
予測に一般的に
用いられている
手法を採用した。 

事業計画地
の敷地境界
及び近傍の
住宅地 

施設の稼働が
最大になる時
期 

悪臭 

施設の稼働に伴う悪臭の
漏洩 

悪臭の程度 
既存類似例による定性的予
測 

悪臭の漏洩の予
測に一般的に用
いられている定
性的な手法を採
用した。 

事業計画地
の敷地境界

煙突からの悪臭物質の排
出 

臭気指数 

「煙突排出ガスの予測手法」
で示した大気拡散計算に、評
価時間の補正及び悪臭防止
法施行規則第6条の2に示さ
れた物質濃度から臭気指数
への修正を加える方法 

臭気指数予測に
一般的に用いら
れている手法を
採用した。 

事業計画地
周辺 

施設の稼働が
最大になる時
期 

電波障害 

施設の存在に伴う電波障
害 

テレビジョン電
波のしゃへい障
害、反射障害の範
囲 

「建造物障害予測の手引き
地上デジタル放送2005.3」
(社団法人日本CATV技術協
会)に示された方法 

平成23年7月24日
に地上デジタル
放送へ移行する
ため、供用開始時
に評価できる手
法を採用した。 

事業計画地
周辺 

施設の完成時
期 

人と自然との触れ合いの活動の場 

人と自然との触れ合いの
活動の場の利用環境の変
化 

ごみ収集車等の
走行による活動
の場の利用環境
の変化 

交通量変化等による予測 
アクセス上の影
響を把握しやす
い手法とした。 

事業計画地
周辺 

施設の稼働が
最大になる時
期 

 

（方法書から引用） 
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予測の項目、方法、地域及び時期（施設の存在・供用時） 

予測項目 予測事項 予測方法 
予測方法の選定

理由 
予測地域 

予測対象 
時期 

景観 

施設の存在に伴う自然景
観及び歴史的・文化的景
観の変化 

代表的な眺望地
点からの眺望の
変化 

カラーフォトモンタージュ
の作成 

視覚的にその変
化を把握しやす
い手法とした。

事業計画地
周辺 

施設の完成時
期 

文化財 

施設の存在による文化財
への影響 

古文化紀念物
（名勝）に与え
る影響の程度 

現況調査の結果及び環境保
全措置の内容から影響の程
度を定性的に予測 

事業計画に即し
て確度の高い予
測が可能な手法
を採用した。 

事業計画地 
施設の完成時
期 

廃棄物、発生土 

施設の稼働に伴い発生す
る廃棄物 

廃棄物の種類、
発生量、再生利
用量、最終処分
量等 

既存類似例等を考慮し、事業
計画及び原単位により予測
する方法 

事業計画に即し
て確度の高い予
測が可能な手法
を採用した。 

事業計画地 
施設の稼働が
最大になる時
期 

地球環境 

施設の供用に伴い排出さ
れる温室効果ガス 

温室効果ガスの
排出量 

既存類似例等を考慮し、事業
計画及び原単位により予測
する方法 

事業計画に即し
て確度の高い予
測が可能な手法
を採用した。 

事業計画地 
施設の稼働が
最大になる時
期 

（方法書から引用） 
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予測の項目、方法、地域及び時期（工事の実施時） 

予測項目 予測事項 予測方法 
予測方法の選定理

由 
予測地域 

予測対象 
時期 

大気質 

排
出
ガ
ス 

建
設
機
械 

二酸化硫黄、二酸化
窒素、浮遊粒子状物
質 

年平均濃度 

「窒素酸化物総量規制マニュ
アル（新版）」(平成12年)に示
されたプルーム・パフモデルを
基本とした大気拡散モデルに
よる計算 

建設機械排ガスの
影響予測に一般的
に用いられている
手法を採用した。 

事業計画地
周辺 

排
出
ガ
ス 

工
事
用
車
両 

二酸化窒素、浮遊粒
子状物質、ベンゼン 

年平均濃度 
「道路環境影響評価の技術手
法」（平成19年9月、（財）道
路環境研究所）に示された方法

車両排ガスの影響
予測に一般的に用
いられている手法
を採用した。 

工事用車両
の主要走行
ルート沿道 

工事期間中で
大気汚染物質
の排出量が最
大となる年次

水質・底質 

浮遊物質量(SS) 沈降理論式による予測 状
況 

水
質
の 

健康項目 

工事中の濁水によ
る計画地からの放
流濃度 既存類似例による定性的

予測 

水質の影響予測に
一般的に用いられ
ている手法を採用
した。 

工事濁水の
放流河川
（天野川） 

工事による影
響が最大にな
る時期 

地下水 

健康項目 の
状
況 

地
下
水 ダイオキシン類 

地下水中の濃度 
既存類似例による定性的
予測 

地下水の影響予測
に一般的に用いら
れている手法を採
用した。 

事業計画地
周辺 

工事による影
響が最大にな
る時期 

騒音 

建設作業騒音 
騒音レベル 
(ＬA5) 

騒音の伝搬計算式による数値
計算 

建設作業騒音の影
響予測に一般的に
用いられている手
法を採用した。 

事業計画地
の敷地境界 

工事用車両の走行に伴い発
生する道路交通騒音 

等価騒音レベル 
(ＬAeq) 

日本音響学会による道路交通
騒音予測式(ASJ RTN-Model 
2008) 

道路交通騒音の影
響予測に一般的に
用いられている手
法を採用した。 

工事用車両
の主要走行
ルート沿道 

工事による影
響が最大にな
る時期 

振動 

建設作業振動 
振動レベル 
(Ｌ10) 

振動の伝搬計算式による数値
計算 

建設作業振動の影
響予測に一般的に
用いられている手
法を採用した。 

事業計画地
の敷地境界 

工事用車両の走行に伴う道
路交通振動 

振動レベル 
(Ｌ10) 

「道路環境影響評価の技術手
法」（平成19年9月、（財）道
路環境研究所）に示された方法

道路交通振動の影
響予測に一般的に
用いられている手
法を採用した。 

工事用車両
の主要走行
ルート沿道 

工事による影
響が最大にな
る時期 

土壌汚染 

土壌の汚染状況 土壌の汚染状況 
現況調査の結果及び環境保全
措置の内容から影響の程度を
定性的に予測 

土壌の影響予測に
一般的に用いられ
ている手法を採用
した。 

事業計画地 
工事による影
響が最大にな
る時期 

陸域生態系 

工事の実施に伴う生息・生
育環境の変化 

動物・植物の生息・
生育環境の変化の
程度 

陸生生物、淡水生物に影響を及
ぼす環境の変化を勘案し、既存
類似例、文献などを参考にして
予測する方法 

工事の実施に伴う
動物・植物の生息・
生育環境の変化を
予測できる手法を
採用した。 

事業計画地 工事期間中 

人と自然との触れ合いの活動の場 

人と自然との触れ合いの
活動の場の利用環境の変
化 

工事用車両の走
行による活動の
場の利用環境の
変化 

交通量変化等による予測 
アクセス上の影響
を把握しやすい手
法とした。 

事業計画地
周辺 

工事による影
響が最大にな
る時期 

廃棄物、発生土 

工事の実施に伴い発生する
廃棄物、発生土 

廃棄物の種類、発 
生量、再生利用量
（自ら利用する
量、外部委託量）、
処理量及び最終処
分量等 

造成工事による廃棄物量及び
発生土量は土壌・地盤調査結果
から算定。また、建設工事によ
る廃棄物は既存類似例等を考
慮し、事業計画及び原単位によ
り予測する方法 

事業計画に即して
確度の高い予測が
可能な手法を採用
した。 

事業計画地 工事期間中 

地球環境 

工事の実施に伴い排出され
る温室効果ガス 

温室効果ガスの排
出量 

既存類似例等を考慮し、事業計
画及び原単位により予測する
方法 

事業計画に即して
確度の高い予測が
可能な手法を採用
した。 

事業計画地 
工事による影
響が最大にな
る時期 

(方法書から引用)
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（６）評価の手法 

環境項目ごとに設定した「評価の指針」に従って評価する。 

「評価の指針」の基本的な考え方は次のとおり。 

① 環境への影響を最小限にとどめるよう環境保全について配慮されていること 
② 環境基準並びに環境基本計画及び大阪府環境総合計画等に定める目標の達成と

維持に支障を及ぼさないこと 

③ 環境に関係する法令等に定める規制基準等に適合するものであること 
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Ⅱ 検討結果 

 

１ 全般的事項 

 

（１）主な住民意見等 

（住民意見） 

○立地評価に関する意見 

・ 候補地の選定及び評価に至る経緯、抽出及び評価方法が作為的であり、生駒

市に隣接する候補地 3 を選定したことは恣意的であるから見直しをすること。 

・ 6 箇所の候補地を評価したものならば、迷惑施設の最大の公害である大気へ

の影響からして、1 及び 2 が妥当。 

・ 最も生活環境に影響のある地域である生駒市を調査の対象としていない候補

地 3 の評価は到底認められない。 

・ 生駒市域の生活環境を無視した評価になっている。 

・ 事業予定地の選定方法をやり直しても、同様であれば多大な影響を受けると

思われる生駒市民及び生駒市を大阪府民及び府下の市町村と同様に扱うこと。 

・ 平成 21 年 8 月に「環境影響評価及び事後調査に関する技術指針」が改定され

たにも拘わらず、その施行規定を無視した形式的な候補地選定だ。 

・ 改定規定に基づき、改めて、現状の地域概要等を用いて候補地選定を実施す

ること。 

○事業計画 

・ 四條畷市・交野市はすみやかに「ごみゼロ化」政策を実施し、最大限のごみ

減量化に努めるべき。 

・ 近隣住民への健康に係る公害犯罪の可能性を考えると、正しい行政プランの

再検討が必要。 

○地元への説明 

・ 当施設を建設するに当たり、四條畷市、交野市は「情報公開」を避けてきた

とともに、市民に向き合わず周辺住民の説得を怠ってきた。 

・ 環境上の影響を最も受けると予想される生駒市北部地区住民の合意が得られ

ていない。 

・ 市行政は、住民合意なきまま環境影響評価アセスメントに強行着手した。 

○その他 

・ 住民希望者に、保健所で事前健康診断を受けてもらうというような方法はな

いのか。 

・ こんな狭い土地しか持っていないところに独自で処理することは環境の点か
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ら見ても無理があり、もっと広域処理化を図るべき。 

・ 両市の環境関係（条例）の整備不足。 

・ 現実的な環境の保全の措置を具体的に記述すべき。 

 

（調査対象市長意見） 

・ 本事業は公共事業であることに鑑み、周辺住民に不安を与えないように、説

明会を実施する等積極的な情報公開に努めること。また、一般市民にも理解し

やすい記述に努めること。 

 

（２）検討結果 

（事業計画） 

・ 四條畷市内に立地する現ごみ処理施設（以下、｢現施設｣という。）は、老朽

化が著しく、新たな施設の整備が急務となっていることから、交野市内にごみ

焼却施設の整備を行い、併せて、ごみ焼却処理過程で得られた熱についても回

収し利用するとしている。また、資源ごみ等のリサイクル及び適正処理を推進

するため、リサイクル施設を併設するとしている。 

・ 交野市及び四條畷市は、平成 20 年３月に「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」

を策定している。これによると、基準年度である平成 18 年度ではごみ排出量

42,789 トン、ごみ焼却施設へのごみ搬入量 35,955 トンに対し、平成 29 年度の

目標値として、人口が 3.9％増加すると見込んでいるものの、家庭系ごみにつ

いては１人１日平均排出量の５％削減、事業系ごみについては排出量の５％削

減を減量化目標とし、再生利用率を交野市は 24％、四條畷市は 29％と設定する

ことで、ごみ排出量 43,965 トン（2.7％増）、ごみ焼却施設へのごみ搬入量 35,269

トン（2.0％減）と設定している。 

・ 新たな施設の処理能力は、この減量化目標値から計画年間処理量を設定し、

稼働率やごみ処理量の変動率を考慮して設定しており、現施設の処理能力が

180 トン/日であるのに対して、140 トン/日としている。 

・ 処理能力設定に使用されている平成 29 年度における両市域の推計人口は、基

準年度である平成 18 年度に対して増加しているのに対し、「交野市の将来人口

推計」（交野市、平成 21 年２月）によれば、平成 25 年以降の人口推計値は、

平成 18 年度の人口よりも減少が見込まれており、処理能力設定の前提となる人

口について、最新の知見が反映されていない。都市計画決定権者によれば、平

成 29 年度の計画年間処理量について、平成 23 年度の段階で見直しを検討する

としていることから、両市の将来人口推計に係る最新の知見を踏まえて、処理

能力を適切に検討し、その結果を準備書に記載する必要がある。 
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（資料１－１、資料１－２） 

 

（立地選定） 

・ 事業計画地の選定に当たり、交野市、四條畷市及び四條畷市交野市清掃施設

組合（以下、｢施設組合｣という。）は、平成３年に候補地選定評価を行ったが、

社会状況や周辺の土地利用に変化がみられること等を踏まえ、平成 22 年３月に

改めて候補地の抽出及び評価を行っている。 

 現施設の敷地における建て替えが困難であることから、必要な面積を確保で

きる候補地を抽出したうえで、交野市、四條畷市のほか、隣接する奈良県生駒

市域における保育所等や居住市街地・集落地の位置を考慮して評価が行われた

結果、国定公園内の本事業計画地を最適と評価したとされている。 

・ 「大阪府環境影響評価条例」に基づく「環境影響評価及び事後調査に関する

技術指針」（以下、「技術指針」という。）においては、事業計画策定に当た

っての環境配慮の手順を示している。本方法書においては、事業の実施場所と

して検討された複数案が示されており、また、環境面から見た各案の長所・短

所が記載され、特に配慮すべき環境影響の内容と対応方策が記載されている。 

 対応方策については、｢法規制値よりさらに厳しい施設の環境保全対策を講じ

ることなど、環境に与える影響を可能な限り軽減することにより対応する必要

がある｣とされていることから、その内容について都市計画決定権者に確認した

ところ、今後具体化される環境保全対策の内容を準備書に記載するとのことで

あった。 

 

（ごみ処理方式） 

・ ごみ処理方式について、事業者である施設組合が設置した、学識経験者で構

成される「新ごみ処理施設処理方式検討委員会」における検討結果を踏まえて、

施設組合が平成 21 年 12 月に策定した｢新ごみ処理施設整備基本計画｣において

検討が行われている。 

・ 検討にあたっては、「ストーカ式焼却炉」、「シャフト式ガス化溶融炉」、

「流動床式ガス化溶融炉」を対象に、４つの評価項目である①周辺環境との調

和、②安全な・安心できる・安定した施設、③エネルギー回収システムの効率

化、④経済性に優れた施設について評価検討が行われた。その結果、総合評価

で最も高い評価を得たストーカ式焼却炉が選定されている。 

 

（煙突高さ） 

・ 煙突高さを 59m に設定した理由について都市計画決定権者に確認したところ、
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事業計画地が国定公園内に位置し、かつ、その一部が名勝内に位置しているこ

とから、周囲の景観への影響を極力軽減するとともに、周辺住民に威圧感を与

えないよう、本事業計画地と同じく金剛生駒紀泉国定公園内に立地する類似施

設の煙突高さを参考にして設定したとしている。また、都市計画決定権者に確

認したところ、大気質については、事前に複数の煙突高さについて、地形影響

を反映しない大気拡散の簡易予測を実施した結果から、周辺環境への影響は小

さいと考えたとのことであった。 

・ 煙突高さについて、大気質及び景観の予測評価をとおして検討し、その内容

を準備書に記載する必要がある。 

 

（ごみの搬入計画等） 

・ ごみ収集車等の収集ルートとして、現施設へのごみ収集車等の収集ルートと

している国道 168 号及び国道 163 号を使用する。また、建設予定中の国道 163

号のバイパス完成後は、当該区間において現国道を通行しない計画である。 

・ ごみ収集車等の運行台数について、平成 29 年度におけるごみ搬入量見込みを

もとに積載率等を余裕をみて設定したとしている。積載率の設定について都市

計画決定権者に確認したところ、現施設における積載率は、1.7～1.8 トン/台

であるのに対し、1.4 トン/台で運行計画を策定しているとのことであった。現

在のごみ収集車の積載率向上の取組みについて確認したところ、ごみ収集車の

積載量データと収集ルート、収集範囲を照らし合わせ、積載率が向上するよう

収集ルート、収集範囲の変更を行っているとのことであった。また、新施設に

おいても現状の積載率での運用は可能と考えていることから、ごみ収集車につ

いて、現状の積載率を前提に、適切な運行台数を設定する必要がある。 

・ 新たにリサイクル施設及び啓発施設を設置するため、資源化物搬入車両、啓

発施設利用者の車両及び職員増加に伴う通勤車両台数の増加が見込まれている。

事業関連車両の効率的使用について、ごみ収集車については、収集方法及び積

載率の効率化により、走行台数の削減を図り、焼却灰等の搬出車両については、

搬出量に応じた適正な車種・規格の選定や効率的な運用により、車両数を削減

するよう努めるとしている。また、通勤車両や公用車について、都市計画決定

権者に確認したところ、相乗り等の推進など、運行台数の抑制対策について検

討し、準備書に記載するとしている。 

・ 事業計画地から国道 168 号への出入により、交通流を阻害する可能性がある

ことから、対策について都市計画決定権者に確認したところ、準備書までに、

出入口部分における交通の円滑化方策について、関係機関と協議するとのこと

であった。 
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（環境影響要因及び環境影響評価の項目） 

・ 「地盤沈下」、「日照阻害」、「気象」、「地象」、「水象」及び「海域生

態系」を評価項目に選定していない。本事業の内容、事業計画地及び周辺の土

地利用等を考慮すると、特に問題ないと考える。 

 

資料１－１ ごみ処理施設の能力設定に用

いられた将来人口推計について 

表 交野市及び四條畷市のごみ排出量の実績及び推計 

 （単位：トン/年）  

市 交野市 四條畷市 

年度 平成18 平成19 平成24 平成29 平成18 平成19 平成24 平成29

人口（人） 79,041 78,991 81,045 82,340 57,529 57,577 58,924 59,589

普通ごみ 

可燃ごみ 
13,638 13,060 12,809 12,563 11,333 10,878 11,201 10,964

資源ごみ 1,209 1,389 1,970 2,002 495 543 960 970

不燃粗大ごみ 

不燃ごみ 
905 595 929 944 564 501 576 583

可燃粗大ごみ 

粗大ごみ 
1,572 1,430 1,612 1,638 1,570 1,335 1,204 1,218

集団回収 0 1,139 1,500 2,000 2,049 2,035 2,099 2,123

拠点回収 － － － － 36 35 13 13

家庭系 

合計 17,324 17,614 18,820 19,147 16,046 15,327 16,053 15,871

事業系 可燃ごみ 5,208 4,395 5,077 4,947 4,211 4,235 4,105 4,000

総合計 22,532 22,009 23,897 24,094 20,257 19,562 20,158 19,871

＊  平成18年度及び平成19年度は実績。平成24年度及び平成29年度は推計。 
＊ 四捨五入の関係で、ごみ排出量の内訳と合計、総合計欄は必ずしも一致しない。 

（方法書から抜粋のうえ作成） 

資料１－２ 交野市の将来人口推計結果 

表 人口推計結果 
 2008 年 

(平成 20 年) 
2013 年 

(平成 25 年)
2018 年 

(平成 30 年)
2023 年 

(平成 35 年) 
2028 年 

(平成 40 年)
総数 79,107 人 

100.0 
78,975 人

99.8
77,950 人

98.5
75,786 人 

95.8 
72,845 人

92.1
 男 38,535 人 38,268 人 37,511 人 36,174 人 34,509 人
 女 40,572 人 40,707 人 40,439 人 39,612 人 38,336 人
15 歳未満 12,330 人 

100.0 
11,470 人

93.0
10,483 人

85.0
9,809 人 

79.6 
8,947 人

72.6
年少人口率 15.6% 14.5% 13.4% 12.9% 12.3%

15～ 64 歳 51,531 人 
100.0 

48,812 人
94.7

46,670 人
90.6

45,262 人 
87.8 

43,406 人
84.2

生産年齢人口率 65.1% 61.8% 59.1% 59.7% 59.6%
65 歳以上 15,246 人 

100.0 
18,693 人

122.6
20,797 人

136.4
20,715 人 

135.9 
20,492 人

134.4
老年人口率 19.3% 23.7% 26.7% 27.3% 28.1%

75 歳以上 5,475 人 
100.0 

7,549 人
137.9

10,124 人
184.9

12,116 人 
221.3 

12,884 人
235.3

後期高齢化率 6.9% 9.4% 13.0% 16.0% 17.7%

 ※ 65 歳以上人口には 75 歳以上人口を含む。 

 ※人口の下の数値は、2008 年を 100 とした場合の指数 

（「交野市の将来人口推計」（平成 21 年(2009 年)2 月  交野市総務部企画財政室）から抜粋の

うえ作成）
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２ 大気質 

 

（１）主な住民意見等 

（住民意見） 

・ 地域の地形上、温度逆転層の発生を四季を通じて測定すること。 

・ 施設の風下に位置し温度逆転層が発生しやすいと考えられる下田原、田原台、

さつきヶ丘、緑風台辺りの調査箇所の設定が不十分。 

・ 大気環境調査について、予定地としている事業計画地の地上 60ｍ点での高層

風の風向風速調査、拡散調査、煙流調査を 1 年間実施すること。 

・ 大気環境調査について、生駒谷(生駒市南田原、生駒市北田原、四條畷市上

田原、四條畷市下田原地区)、高山谷(生駒市高山地区)は大気が停滞するので、

半径 5 ㎞内の 10 か所を調査すること。 

・ ごみ収集車の排ガスに含まれている大気汚染物質「1,3-ブタジエン」の影響

があるので、大気質の環境項目に「1,3-ブタジエン」を追加すること。 

・ ごみ収集車、工事車両、建設工事により発生する粉じんの影響があるので、

大気質の環境項目に「粉じん」を追加すること。 

 

（調査対象市長意見） 

・ 拡散調査を十分行い、施設稼動後の大気汚染や悪臭による影響を適正に予測

するとともに、適切な稼動に努められたい。 

・ 隣接している田原盆地について、盆地特有の気象現象を考慮した調査予測を

行うよう留意すること。 

 

（２）検討結果 

（事業計画） 

・ ごみ処理施設の施設計画における排ガス条件は、酸素濃度 12％換算で、硫黄

酸化物 20ppm、窒素酸化物 30ppm、ばいじん 10mg/m3N、塩化水素 20ppm 及びダイ

オキシン類 0.1ng-TEQ/ m3N としている。 

・ 排ガス処理としては、以下の対策を実施するとしている。 

  硫黄酸化物及び塩化水素：消石灰の噴霧及びバグフィルタによる捕集・除去 

窒素酸化物：燃焼管理の徹底、脱硝設備（触媒反応塔）による分解 

ばいじん：バグフィルタにより捕集・除去 

ダイオキシン類：燃焼管理の徹底、排ガスの急冷による再合成の防止、活性炭

吹き込みによる吸着除去（活性炭はバグフィルタで捕集） 

・ 排ガス条件設定の考え方について都市計画決定権者に確認したところ、計画
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ごみ質、可燃分の元素分析等の条件を提示したうえで、プラントメーカーから提

示のあった保証値のうち最良の値を採用しているとのことであった。今後、環境

影響評価の結果やごみ焼却施設に係る技術の動向を踏まえた上で施設の基本設

計を行い、その内容について準備書へ記載するとしている。 

 

（環境影響要因及び環境影響評価の項目） 

・ 施設の稼働、ごみ収集車等の走行、施設の建設工事及び工事用車両の走行を環

境影響要因として選定している。 

・ 施設の稼働について、「二酸化硫黄」、「浮遊粒子状物質」、「二酸化窒素」、

「ダイオキシン類」、「塩化水素」及び「水銀」を評価項目として選定してお

り、特に問題ないと考える。 

・ ごみ収集車等の走行及び工事用車両の走行について、車両の走行による「浮遊

粒子状物質」、「二酸化窒素」及び「ベンゼン」を、施設の建設工事について、

建設機械の稼働による「二酸化硫黄」、「浮遊粒子状物質」及び「二酸化窒素」

を評価項目としており、特に問題ないと考える。 

・ 1,3-ブタジエンの影響について都市計画決定権者に確認したところ、平成 20

年度の全国道路沿道 110 地点における年平均値は 0.25μg/m3 であり、指針値（年

平均値 2.5μg/m3）を超過した地点はなく、影響は小さいとしており、特に問題

ないと考える。 

 

（調査の手法） 

・ 事業計画地周辺における現地調査地点の設定の考え方について都市計画決定 

権者に確認したところ、最大着地濃度地点が事業計画地から南東方向に約 900m

離れた山林内になると見込まれることから、２倍程度の距離である半径約２km

の調査範囲にある主な住宅地に設定したとのことであった。 

・ 窒素酸化物については、事業計画地において通年調査を実施するとともに水 

平分布を把握するため、調査範囲内の 22 地点において簡易法により四季調査を

行うとしている。 

・ 二酸化硫黄、浮遊粒子状物質については、事業計画地において通年調査を実 

施するとしている。 

・ 通年調査地点の選定理由について都市計画決定権者に確認したところ、予測 

範囲の概ね中心に位置し、周辺に大きな発生源のないことから、事業計画地を 

選定したとのことであった。調査範囲内において濃度が均一に分布していない 

ことも想定されるため、簡易法による窒素酸化物濃度の水平分布の調査結果を 

踏まえ、事業計画地でのデータを予測地点の現況値として取り扱うことの妥当
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性について検討した上で、必要に応じて、予測地点において技術指針の方法に

より四季調査を実施する必要がある。 

・ 塩化水素、水銀及びダイオキシン類について、事業計画地及びその周辺の６

地点において、四季調査を行うとしている。 

・ 道路沿道の調査地点について、ごみ収集車等及び工事用車両が走行する国道

168 号及び国道 163 号沿道から選定し、国道 168 号沿道については計画地への

搬入ルートを考慮して交野市側及び四條畷市側に各１地点選定しており、特に

問題ないと考える。 

・ 気象について、事業計画地において、地上気象、高層気象、上層風の調査及

び大気拡散実験を行うとしている。 

地上気象については、通年調査を行い、高層気象については、地上から高度

1000m まで 50m 毎の風向、風速及び気温を、四季（７日／季）に１日あたり３

時間ごとに８回調査を行うとしている。また、上層風について、排ガスが拡散

する高度付近の風向及び風速を測定するため、ドップラーソーダ等で、通年調

査を行うとしている。大気拡散実験について、夏季及び冬季の各７日において、

１季当たり 10 種類程度の気象条件について実施するとしている。 

・ 高層気象調査の実施にあたり、調査時期や接地逆転層の崩壊時における測定 

間隔を適切に設定し、べき法則のパラメータや逆転層の発生状況の把握に努め、 

また調査時の気象条件については、周辺の気圧配置や地上気象の経年的な観測 

データなどにより、代表性について確認するとしている。 

 

（予測及び評価の手法） 

・ 煙突からの排出ガスの予測では、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質

及び塩化水素について、年平均濃度及び１時間濃度を、水銀及びダイオキシン

類について、年平均濃度を予測するとしており、特に問題ないと考える。 

・ １時間濃度は、高濃度が生じやすい気象条件時、出現頻度が高い気象条件時

に加え、逆転層出現時、ダウンウォッシュ出現時、接地逆転層崩壊に伴うフュ

ミゲーション時について予測するとしており、特に問題ないと考える。 

・ 予測に用いる拡散モデルについて都市計画決定権者に確認したところ、プル 

ーム・パフモデル又はプルームモデルによる予測を行うとしている。なお、事 

業計画地が山間の複雑地形に位置していることから、風洞実験を行うとしてい

る。風洞実験による地形影響の予測方法について都市計画決定権者に確認した

ところ、１時間値については、地形の影響を受けやすい２風向を選定し、風洞

内に地形模型を置いた場合と置かない場合について最大着地濃度の比を求め

ることにより拡散計算の結果を補正するとしている。また、年平均値について



 - 29 -

は、年間の風向出現頻度に応じて地形模型を回転させ、風洞内の濃度の測定を

行うことにより環境濃度を予測するとしている。地形影響を考慮した予測を行

うとしており、特に問題ないと考える。       （資料２－１、２－２） 

・ ごみ収集車等及び工事用車両からの影響の予測では、二酸化窒素、浮遊粒子

状物質及びベンゼンについて、年平均濃度を予測するとしており、特に問題な

いと考える。 

・ ごみ収集車等排出ガスの予測方法について、事業計画地への走行ルートは高

低差があることから、その考慮について都市計画決定権者に確認したところ、

平均の縦断勾配が１％以上ある国道 163 号において、縦断勾配により排出係数

を補正するとしており、特に問題ないと考える。        （資料２－３） 

 

（環境保全対策の実施の方針） 

・ ごみ収集車の走行について、周辺道路の交通量を勘案し、極力ピーク時を避

け、走行ルート、走行時間帯、適正走行等の運行管理を徹底し、大気質への影

響の低減に努めるとしている。またごみ収集車の収集方法及び積載の効率化に

より、走行台数の削減を図るとしている。 

・ ごみ収集車等について、低公害車等の環境負荷の少ない自動車の導入を図る 

としている。 

ごみ焼却施設以外にリサイクル施設及び啓発施設も併設され、ごみ収集車を

含めた事業関連車両台数が増加する計画であることから、ごみ収集車等につい

ては、環境負荷の少ない低公害車の導入・低公害車用燃料等供給設備の設置及

び最新規制適合車への早期転換を検討し、その内容を準備書に記載する必要が

ある。 

・ 建設工事について、工事が集中しないよう工事工程等の調整を図るとし、建

設機械等の稼働においては、排出ガス対策型建設機械の使用に努めるとしてい

る。また、粉じんの飛散防止のため、工事区域で散水を行い、工事用車両の退

場時にはタイヤの洗浄を行うとしており、特に問題ないと考える。 
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資料２－１ 大気質に係る予測内容 

      の一覧表 

＜供用時＞ 

予測事項 予測方法 予測範囲
煙
源

気象モデル 
排出量の 
設定 

年 平 均 濃
度 

マニュアル＊ １に示された
プルーム・パフモデル（長
期平均式） 
有効煙突高 
有風時：CONCAWE式 
無 風 時 ： CONCAWE 式 と

Briggs式（無風）の
線形線形内挿 

年間98%値・2%除外値への
変換：常時監視局の測定結
果による統計的手法 

煙源から半
径約3km 
（ 250mメッ
シュ） 

年間の風向別、風速階
級別、安定度別出現頻
度を算出し、各カテゴ
リ ー 毎 の 濃 度 と 出 現
頻度を重合する。 

一 般 的 な
気 象 条 件
時 

マニュアル＊ １に示された
プルーム・パフモデル 
有効煙突高：「年平均濃度

と同じ 
 

風 速 と 大 気 安 定 度 の
組合せにより、比較的
高 濃 度 が 生 じ や す い
気 象 条 件 と 年 間 出 現
頻 度 が 最 も 高 い 気 象
条件を設定する。 

逆 転 層 出
現時 

マニュアル＊ ２に示された
プルーム・パフモデル（混
合層高度（LID）を考慮し
た拡散式） 
有効煙突高：「年平均濃度」

と同じ 

上 層 の 逆 転 層 が 「 ふ
た」の役割をして排出
ガ ス を 閉 じ こ め る 気
象条件を、高層気象観
測結果から設定する。 

ダ ウ ン ウ
ォ ッ シ ュ
出現時 

マニュアル＊ １に示された
プルームモデル 
有効煙突高：Briggs式（ダ

ウンウォッシュ式）

強 風 時 に 煙 突 の 背 後
に排煙が巻き込まれ、
排 煙 が 上 昇 し な く な
る条件を設定する。 

接 地 逆 転
層 崩 壊 に
伴 う フ ュ
ミ ゲ ー シ
ョン時 

マ ニ ュアル ＊ １ ＊ ３ に 示 さ
れたプルームモデル 
有効煙突高：逆転層が崩壊

する高さ（混合高さ）

逆 転 層 崩 壊 に 伴 う フ
ュ ミ ゲ ー シ ョ ン が 発
生 す る と 考 え ら れ る
気 象 条 件 を 高 層 気 象
観 測 結 果 か ら 設 定 す
る。 

１時間値 
マニュアル＊ ２に示された
風洞実験に準じた手法 

地形、風向頻度及び市
街 地 へ の 影 響 を 考 慮
して、２風向を設定す
る。 

工
場
排
出
ガ
ス 

地形影響 年平均値 
1時間値の風洞実験に示さ
れた技術を年平均値の風
洞実験に応用した手法 

煙源から 
10km

点
源

弱風（約1.3m/s）、中
風（約3m/s）、強風（約
6m/s）を設定し、回転
風洞を用いて、年平均
値を予測する。 

煙 突 か ら 排
出 さ れ る 汚
染 物 質 排 出
量 

収
集
車
排
出
ガ
ス 

年 平 均 濃
度 

「道路環境影響評価の技
術手法」（平成12年、（財）
道路環境研究所）に示され
たプルーム・パフモデル
有効煙突高：1m（平面道路

の場合） 

予測断面の
道路端から
両側200mま
で 

点
源
を
多
数
配
置

時刻別・風向別の風向
出 現 頻 度 及 び 風 速 を
算出し、各カテゴリー
毎 の 濃 度 と 出 現 頻 度
を重合する。 

計 画 交 通 量
及 び 大 阪 府
が 示 し た 排
出 係 数 か ら
排 出 量 を 算
出 
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＜工事の実施時＞ 

予測事項 予測方法 予測範囲 煙源 気象モデル 
排出量の設

定 

建 設 機
械 の 稼
働 

年 平 均 濃
度 

「供用時」と同じ 

地 上 気 象 観 測 結 果 を 元
に、年間の風向別、風速
階級別、安定度別出現頻
度を算出し、各カテゴリ
ー 毎 の 濃 度 と 出 現 頻 度
を重合する。 

建 設 機 械 毎
の 燃 料 使 用
量 と 排 出 係
数 か ら 排 出
量を算出 

工 事 用
車 両 排
出ガス 

年 平 均 濃
度 

「供用時」と同じ 

時刻別・風向別の風向出
現 頻 度 及 び 風 速 を 算 出
し、各カテゴリー毎の濃
度 と 出 現 頻 度 を 重 合 す
る。 

計 画 交 通 量
及 び 大 阪 府
が 示 し た 排
出 係 数 か ら
排 出 量 を 算
出 

*1「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」（平成 12 年、環境省） 

*2「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」（昭和 61 年、監修 厚生省生活衛生局水道環境部環境

整備課、発行 社団法人全国都市清掃会議） 

*3「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年 9 月、環境省） 

 

 

 

（都市計画決定権者提出資料） 
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資料２－２ 風洞実験を用いた地形影響 

予測の手法について 

１．複雑地形における風洞実験の手法 

実験の内容は、表１に示すとおり、まず、煙流し実験により、地形の影響を受

けやすい２風向を選定し、ビデオ撮影を行う。これにより、地形の影響が大きい

と想定される風向による排煙の挙動状況を目視で判断する。その上で、１時間値

及び年平均値についての風洞実験を行う。実験条件は表２に示すとおりである。 

表１ 風洞実験の内容 

実験名 内容 目的 

煙流し実験 影響が大きい風向を選

定し、目視で状況を把

握する。 

１時間値の地形影響予測を行うため、

影響が大きい風向を判断するため（ビデ

オ撮影の実施） 

１時間値実験 平地：３風速 

地形：２風向×２風速 

地形、風向頻度及び市街地への影響を

考慮して、２風向を設定し、最大着地濃

度を予測する。 

風向は、風上側、風下側に山があるこ

と、年間の風向出現頻度が大きい風向、

標高が高い集落地が存在する風向等を元

に設定する。 

年平均値実験 地形：３風速 地形模型を 360 度回転させ、年平均値

を予測できるよう、実験条件を設定する。

濃度測定は、煙突を中心に周方向に一定

の角度ピッチで、半径方向には風下距離

100～200m 程度のピッチで放射状に計測

し、風速は、３階級で弱風（約 1.5m/s）、

中風（約 3m/s）、強風（約 6m/s）を予定

している。 

表２ 風洞実験条件 

項目 内容 

煙源条件 方法書に記載した排ガス条件（煙突高さ、湿り排ガス量、排ガス

温度、吐出速度）とする。有効煙突高は、CONCAWE 式を用いる。 

地形模型 半径約 3m（風下距離 3km、距離縮率 1/1000～1/1200）を予定。

排 煙 の 上 昇 過

程 

煙突有効高の設定には、運動量保存の法則から、吐出速度と風速

との比は一定とし、口径を拡げることで、排煙上昇高を CONCAWE

式に合うように調整する。 
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２．解析手法について 

２－１ １時間値 

風洞実験は、平地での実験を行ったのち、現地地形模型を置き実験を行う。複

雑地形による影響を最大着地濃度比（地形／平地）で表し、影響の程度を予測す

る。 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

風洞実験の予測フロー例 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 実験結果例（平らな地形との比から求める。） 

２－２ 年平均値 

図２に示すようなターンテ

ーブルを用いて、年間の風向

出現頻度に応じて模型を回転

させるもしくは一定速度で回

転することで、全風向（濃度

測定：周方向に一定の角度の

ピッチで、半径方向には風下

距離 100～200m 程度のピッチ）

で放射状に濃度を測定する。 

年平均値及び最大着地濃度

比（地形／平地）を求める。 

風洞実験結果から地形影響の程度を検討する。 （都市計画決定権者提出資料） 

 

地形影響の評価 
・最大着地濃度比（ α ） 
・最大着地濃度距離比（ β ） 
・煙軸上着地濃度比（ γ ） 
地形影響を加味した最大着地濃度＝ 
   平板での最大着地濃度×最大着地濃度比（ α ）
将来濃度＝地形影響を加味した最大着地濃度 
    ＋バックグラウンド濃度（1時間値の最大値）

経験的な拡散式による地表軸上濃度分布の再現（平地）

平地と同じ流入気流条件 

最大着地濃度比  （ α ）＝  
  地形を対象とした場合の最大着地濃度  
         ／  平地での最大着地濃度  
最大着地濃度距離比  （  β  ）＝   
地形を対象とした場合の最大着地濃度距離  
         ／  平地での最大着地濃度距離  
煙軸上着地濃度比  （  γ  ）  ＝  
   地形を対象とした場合の煙軸上着地濃度  
         ／  平地での最大着地濃度  

 

 

最大着地濃度距離比  （  β  ）は平板との風下距離の比  

平板の最大濃度との比 

γ（ｘ） 

図２ 年平均値の風洞実験（全方位）

最大着地濃度比（α） 

風下距離 (km) 

0

1

2

凡例 

実線 地形 

波線 平地 
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資料２－３ ごみ収集車等排出ガスの 

大気質予測断面付近の縦断勾配 

標高及び位置については、四條畷市全図（1/10000）、交野市全図（1/10000）、生駒

市市街地図（1/2500）より作成 

163号線 飯盛霊園
区間距離(m) 道路延長距離(m) 標高(m) 縦断勾配(%)

145 445 139.5 -2.4
155 300 143.0 -1.4
35 145 145.1 -2.2
100 100 146.1 -4.1
0 0 150.2

-60 -60 147.5 4.5
-90 -150 151.4 -4.3
-80 -230 156.5 -6.4
-300 -530 177.0 -6.8

平均 -2.9

168号線 私市
区間距離(m) 道路延長距離(m) 標高(m) 縦断勾配(%)

490 490 42.6 -0.7
0 0 45.9

-700 -700 51.2 -0.8
平均 -0.7

168号線 北田原
区間距離(m) 道路延長距離(m) 標高(m) 縦断勾配(%)

150 455 132.1 -0.7
112.5 305 133.1 -0.9
192.5 193 134.1 -0.4

0 0 134.9
-120 -120 137.1 -1.8

-162.5 -283 136.9 0.1
-137.5 -420 137.2 -0.2
平均 -0.6

135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500

道路延長距離

標
高

東側西側

40
42
44
46
48
50
52
54

-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500

道路延長距離

標
高

北側南側

130

132

134

136

138

-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500

道路延長距離

標
高

北側南側
 

（都市計画決定権者提出資料）
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３ 水質・底質、地下水、土壌汚染 

 

（１）主な住民意見等 

（住民意見） 

・ 建設予定地では平成 4 年の土壌調査の結果、不純物質が検出されている。市

の説明では、当時は国の基準値以下だったが、平成 15 年に出された国の基準値

は超えていることが最近の調査記録で分かり、行政は住民に対して「国の基準

を少し超えているだけで心配することはない」と苦しい説明をしている。 

 

（調査対象市長意見） 

・ 天野川の水質環境への配慮の観点から、施設稼動時における雨水排水による

影響を評価されたい。 

・ 土地の履歴等から土壌汚染の可能性が考えられるため、土壌汚染対策法等の

法令に則った調査を行い、監督官庁である大阪府の指導に従い適切な処置を行

うこと。 

・ 事業計画地における廃材等による土壌汚染が懸念されているが、必要に応じ

て土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、適切に

対処されたい。 

 

（２）検討結果 

（事業計画） 

・ 事業計画地は、交野市下水道全体計画区域外であり、下水道管渠は敷設され

ていない。 

・ 排水処理計画について、プラント排水は排水処理施設にて、事務所からの生

活排水は合併浄化槽にて処理を行う。処理水はプラントにおいて再利用を行い、

場外排出がないとしている。 

・ プラントにおける再利用の方法について都市計画決定権者に確認したところ、

減温塔での排ガス温度調整用の噴射水、ピット前洗浄水、床洗浄水、焼却灰等

の加湿用水として使用するとのことであった。 

・ 雨水について、緑地等に降った雨水は地下浸透するが、舗装面に降った雨水

は側溝を通じて沈砂池に集水した後、天野川に放流するとしている。屋根上に

降った雨水は一部を貯留し、敷地内の緑地への散水に再利用するとしている。 

 

（環境影響要因及び環境影響評価の項目） 

・ 供用時は、プラント排水、生活排水とも場外へ排出しないことから、施設の
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稼動を環境影響要因としていない。 

・ 造成工事及び建設工事の実施に伴い濁水が発生するとともに、掘削工事によ

り地下水汚染が生じる可能性があることから、施設の建設工事を環境影響要因

とし、「水質」及び「地下水」を評価項目として選定している。 

また、掘削工事により土壌汚染を生じる可能性があることから、施設の建設

工事を環境影響要因とし、「土壌汚染」を評価項目として選定している。 

・ なお、施設組合が、事業計画地において実施した土壌・土質等調査（以下、｢土

壌・土質等調査｣という。）の結果によると、地下水及び土壌について環境基準

値等を上回るデータが公表されている。事業計画地内に多くの緑地を配置する

計画であり、緑地等に降った雨水が、汚染された土壌や地下水と接触する可能

性について、都市計画決定権者に確認したところ、施設の存在を環境影響要因

とし、「水質」及び「地下水」を評価項目として選定するとのことであり、特

に問題ないと考える。 

・ 施設の建設工事に係る評価項目「水質」において、「生活環境項目」及び「健

康項目」を評価項目に選定し、「地下水」においては、「健康項目」及び「ダ

イオキシン類」を選定している。項目の選定について都市計画決定権者に確認

したところ、土壌・土質等調査の結果を踏まえ、「水質」の評価項目に「ダイ

オキシン類」を追加するとしている。また、今後実施する現地調査の結果を踏

まえ、必要に応じて、評価項目を追加するとしており、特に問題ないと考える。 

 

（調査の手法） 

・ 水質・底質の現地調査地点の設定の考え方について、都市計画決定権者に確

認したところ、事業計画地の下流側の地点について、都市河川水の流入がない

こと、放流水が河川水と十分混合されることなどを考慮して選定しているとの

ことであり、特に問題ないと考える。 

・ 地下水の現地調査として、事業計画地内の１地点で地下水の水質及び流向流

速を、事業計画地近傍の１地点で地下水の水質を調査するとしているが、土壌・

土質等調査の結果から、地下水が事業計画地外へ流出する経路が複数存在する

可能性も考えられるため、地下水の流向流速等がより適切に把握できるよう、

事業計画地内で複数の調査地点を選定する必要がある。 

・ 土壌の現地調査として、事業計画地を概ね 30ｍメッシュで分割した区画ごと

に１箇所調査するとしている。調査方法について、都市計画決定権者に確認し

たところ、「土壌汚染対策法」及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例」

（以下、「土壌法等」という。）に準じているとのことであり、特に問題ない

と考える。 
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（予測及び評価の手法） 

・ 工事中における水質への影響について、ＳＳを沈降理論式により、健康項目

を既存類似例により定性的に予測するとしている。また、工事中における地下

水への影響について、健康項目及びダイオキシン類を既存類似例により定性的

に予測するとしており、特に問題ないと考える。 

・ 工事中における土壌汚染の影響について、現況調査の結果及び環境保全措置

の内容から影響の程度を定性的に予測するとしており、特に問題ないと考える。 

 

（環境保全対策の実施の方針） 

・ 雨水による汚濁負荷の流出対策について、都市計画決定権者に確認したとこ

ろ、側溝及び集水桝の設置に加え、スクリーンや油水分離槽の設置を検討する

ほか、工事完了後や供用時の一定期間ごとに沈砂池の堆積物を除去するなど、

沈砂池の浄化機能を十分に発揮できるような工夫及び維持管理方法について検

討し、準備書に記載するとのことであり、特に問題ないと考える。 

・ 工事中について、建設工事事務所からの排水及びし尿は、汲み取り式にて処

理するとしている。 

・ 工事中に発生する濁水対策として、沈砂池に集水し沈砂を行った後、天野川

に放流するとしている。また、掘削したままの表土を長時間露出しないように

工事区域を区切って施工し、法面にはシートあるいは法覆工で早期に養生して、

土砂流出を防止するとしている。 

・ 工事中は、掘削に伴う濁水や降雨で表土が流されるなど、沈砂池へ流入する

濁水の負荷が高くなることから、都市計画決定権者に確認したところ、沈砂池

に加えて、凝集沈殿処理など濁水の流出を防ぐための措置を講じるとしており、

その内容について準備書に記載するとのことであり、特に問題ないと考える。 

・ 土壌・土質等調査の結果を踏まえ、事業計画地で検出された汚染土壌により

汚染された表流水及び地下水が、供用時や工事中に、事業計画地外へ流出する

ことにより周辺の河川等へ影響を及ぼさないよう、事業計画や工事計画に合わ

せて、対策の内容を検討し、準備書に記載する必要がある。 

・ 土壌汚染対策としては、事業計画地における土壌、土質等の実態を把握した

上で、対策の必要がある場合は、「土壌法等」に基づき適切な対策を講じると

している。都市計画決定権者に確認したところ、土壌・土質等調査の結果を踏

まえ、関係機関と協議の上、対策の内容を検討するとしており、特に問題ない

と考える。
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４ 騒音、振動、低周波音 

 

（１）主な住民意見等 

（住民意見） 

・ なし 

 

（調査対象市長意見） 

・ なし 

 

（２）検討結果 

（事業計画） 

・ ごみ焼却施設は 24 時間運転の計画であり、また、リサイクル施設の稼働時

間について、都市計画決定権者に確認したところ、昼間に 5 時間稼働する計画

であるとのことであった。 

・ 騒音及び振動を発生する主要な機器としては、ごみ焼却施設の発電設備やリ

サイクル施設の破砕機があり、低周波音が発生する可能性のある機器としては、

ごみ焼却施設の誘引送風機等があるとしている。 

・ 事業計画地直近の民家等の立地状況について、都市計画決定権者に確認した

ところ、事業計画地から約 90m の位置に直近の民家が１軒立地しているとのこ

とであった。 

・ ごみ収集車等の事業関連車両の運行台数については、交野市市街地から国道

168 号を南下するルートで片道あたり 113 台/日、四條畷市市街地から国道 163

号を経て国道 168 号を北上するルートで片道あたり 113 台/日としている。 

・ ごみ収集車等の搬入時間帯について、都市計画決定権者に確認したところ、

現行と同じ、午前 6 時から午後 4 時 30 分までとのことであった。 

・ 敷地造成工事及び施設建設工事のため、事業計画地において建設機械を使用

するとしている。また、工事用車両の運行台数は片道あたり約 60 台/日（小型

車約 15 台/日、大型車約 45 台/日）を見込んでおり、その走行ルートはごみ収

集車等の走行ルートと同様であるとしている。 

 

（環境影響要因及び環境影響評価の項目） 

・ 施設の稼働に伴う「騒音」、「振動」及び「低周波音」を評価項目として選

定している。また、ごみ収集車等の走行に伴う「騒音」及び「振動」を評価項

目として選定しており、特に問題ないと考える。 

・ 施設の建設工事及び工事用車両の走行に伴う「騒音」及び「振動」を評価項
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目として選定している。また、低周波音が発生する可能性のある工法の有無に

ついて、都市計画決定権者に確認したところ、粗造成工事においては可能な限

り機械掘りを行うこととしているが、岩盤が非常に固い場合に発破を使用する

可能性は否定できないとのことであった。今後、施設の建設工事において発破

を使用する必要があると考えられる場合は、「低周波音」を評価項目として選

定し、適切に予測、評価を行う必要がある。 

 

（調査の手法） 

・ 環境騒音、一般環境中の振動及び低周波音の音圧レベルについて、事業計画

地の敷地境界 4 地点と、一般環境 1 地点で、平日、休日各 1 回の現地調査を行

うとしている。一般環境の調査地点について、都市計画決定権者に確認したと

ころ、事業計画地から約 90m の位置にある直近の住宅地を選定するとのことで

あり、特に問題ないと考える。 

・ 道路交通騒音及び道路交通振動について、ごみ収集車等及び工事用車両の主

要な走行ルートである道路沿道 3 地点で、平日、休日各 1 回の現地調査を行う

としており、特に問題ないと考える。 

 

（予測及び評価の手法） 

・ 施設の稼働に伴う騒音及び振動については、伝搬計算式による数値計算によ

り予測を行うとしている。また、低周波音については、既存類似例による方法

により予測を行うとしており、その具体的な方法について、都市計画決定権者

に確認したところ、同規模の施設の敷地境界における現地調査結果を類似例と

して用い、定性的に予測するとのことであり、特に問題ないと考える。 

・ ごみ収集車等及び工事用車両の走行に伴う道路交通騒音について、日本音響

学会の道路交通騒音の予測モデル（ASJ RTN-MODEL 2008）により、また、道路

交通振動について、「道路環境影響評価の技術手法」（平成 19 年 9 月、財団法

人道路環境研究所）に示された方法により予測を行うとしており、特に問題な

いと考える。 

・ 建設作業騒音及び建設作業振動について、伝搬計算式による数値計算により

予測を行うとしている。その発生源等の条件の設定について、都市計画決定権

者に確認したところ、文献・資料から騒音発生源のパワーレベル及び振動発生

源の振動レベルを設定して、工事による影響が最大となる時期における建設機

械の配置をもとに、事業計画地の敷地境界における騒音レベル及び振動レベル

を予測するとのことであった。また、建設作業騒音の予測モデルについては、

日本音響学会の建設工事騒音の予測モデル（ASJ CN-Model 2007）を用いるとの
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ことであり、特に問題ないと考える。 

 

（環境保全対策の実施の方針） 

・ 騒音を発生する主要な機器について、防音措置を施した専用室内や防音カバ

ーに収納するとしている。また、屋外に設置する蒸気復水器用冷却ファン及び

機器冷却水冷却塔等の開口部を必要とする機器は、低騒音型を採用するととも

に、必要に応じて周囲を遮音壁や吸音ユニットで覆うなど適切な対策を講じる

としている。 

・ 蒸気タービン等の振動を発生する機器について、単独の基礎や防振装置を設

置するなど適切な対策を講じるとしている。 

・ 低周波音が発生する可能性のある誘引送風機等の機器について、堅固な基礎

上に設置する等の対策を講じるとしている。 

・ ごみ収集車等について、生活道路の通行を最低限とするよう努め、周辺道路

の交通量を勘案して極力ピーク時を避けるよう調整するとともに、走行ルート、

走行時間帯、適正走行等の運行管理を徹底し、騒音及び振動の影響を可能な限

り軽減するとしている。また、ごみ収集車の収集方法及び積載の効率化により

走行台数の削減を図り、焼却灰等の搬出車についても搬出量に応じた適正な車

種・規格の選定や効率的な運行により、車両数を削減するよう努めるとしてい

る。 

・ 工事が集中しないように工事工程等の調整を図るとともに、建設作業騒音及

び建設作業振動について、低騒音・低振動型建設機械の使用に努めるなどとし

ている。また、工事用車両について、搬出入量に応じた適正な車種・規格の選

定や効率的な運行により、車両数を削減するよう努めるとともに、走行ルート

の選定や走行時間帯の設定にあたって、周辺道路の利用状況、住居の立地状況

等に十分配慮して行い、騒音及び振動の影響を可能な限り軽減するよう努める

としている。 
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５ 悪臭 

 

（１）主な住民意見等 

（住民意見） 

・ 施設の風下に位置し温度逆転層が発生しやすいと考えられる下田原、田原台、

さつきヶ丘、緑風台辺りの調査箇所の設定が不十分。 

 

（調査対象市長意見） 

・ 拡散調査を十分行い、施設稼動後の大気汚染や悪臭による影響を適正に予測

するとともに、適切な稼動に努められたい。 

 

（２）検討結果 

（環境影響要因及び環境影響評価の項目） 

・ 施設の稼働に伴い、煙突からの排出ガス及びごみピットから臭気が発生する

ことから、施設の稼働を環境影響要因とし、「特定悪臭物質（22 項目）」及び

「臭気指数」を評価項目として選定しており、特に問題ないと考える。 

 

（調査の手法） 

・ 特定悪臭物質濃度及び臭気指数について、事業計画地敷地境界の４地点及び

一般環境の５地点において、悪臭が感じられやすい夏季に２日間調査を実施す

るとしている。 

 

（予測及び評価の手法） 

・ 施設の稼働に伴う悪臭の漏洩については、既存類似例に基づいて定性的に予

測するとしている。その内容について都市計画決定権者に確認したところ、同

じ処理方式のごみ焼却施設における敷地境界での調査結果の引用、又は類似の

ごみ焼却施設において実施する調査結果を用いて予測するとのことであり、特

に問題ないと考える。 

・ 煙突からの悪臭物質の排出に伴う臭気指数の予測について、その詳細を都市

計画決定権者に確認したところ、大気質の１時間値予測と同様、プルームモデ

ルを基本として、煙突から排出される臭気（臭気排出強度）を拡散させて臭気

濃度を算出する手法を用いるとのことであり、特に問題ないと考える。 

（資料５－１） 
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（環境保全対策の実施の方針） 

・ プラットホームの出入り口にエアカーテンを設置するとともにごみピット

内を常に負圧に保つよう内部の空気を吸引し、吸引した空気を燃焼用空気とし

て燃焼炉内に吹き込み臭気を熱分解するとしている。 

・ 定期点検等全炉停止時には、ごみピット内臭気を活性炭方式等の脱臭装置に

より脱臭するとしている。 

・ 脱硝設備においてアンモニア水を使用することから、煙突からのアンモニア

の漏れがないよう管理方法について都市計画決定権者へ確認したところ、煙突

から排出されるアンモニア濃度を 5ppm 以下となるよう脱硝設備を設定すると

ともに、触媒脱硝装置出口で窒素酸化物濃度を測定することにより噴霧するア

ンモニアの量を自動制御するとのことであった。 

・ ごみ収集車における悪臭対策について都市計画決定権者に確認したところ、臭

気の漏洩を防止するため、走行中はゲートを閉めて走行するとのことであり、特

に問題ないと考える。 

 

 

資料５－１ 煙突からの悪臭物質の排出に

よる臭気濃度の予測 

 

悪臭物質の評価時間は 30 秒と短時間であるため、悪臭防止法２号規制で採用され

ている、3 分間値から 30 秒間値への水平方向の拡散幅σｙの時間修正係数 0.285 を用

いて補正する。最大着地濃度は 3 分間値で計算した予測値の 3.5 倍となる。 

 次に、排出口と環境における複合系臭気の臭気濃度比と各物質の物質濃度比には下

記の関係がある。つまり、悪臭物質の拡散計算結果にさらに、1.68 倍したものが、

臭気濃度となる。 

   Cs/Ce＝Ds/De･100.2255 

   De＝1.68・Ds・Ce/Cs 

     ここで、Cs：排出口における物質濃度 

         Ce：環境における物質濃度 

         Ds：排出口における臭気濃度 

         De：環境における臭気濃度 

 

（都市計画決定権者提出資料） 
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６ 電波障害 

 

（１）主な住民意見等 

（住民意見） 

・ なし 

 

（調査対象市長意見） 

・ なし 

 

（２）検討結果 

（事業計画） 

・ 事業計画地は、金剛生駒紀泉国定公園内に位置することから、建物高さを 13m

以下にするとしている。 

 

（調査の手法） 

・ 事業計画に基づき、電波障害範囲を予測した上で、適切な調査地点を選定し、

電波測定車を用いてテレビ電波の受信状況を測定するとしており、特に問題な

いと考える。 

 

（予測及び評価の手法） 

・ 施設の存在に伴うテレビジョン電波のしゃへい障害、反射障害の範囲につい

て予測するとしている。 

・ 予測の手法は、「建造物障害予測の手引き 地上デジタル放送 2005.3」（（社）

日本 CATV 技術協会）に示された方法としている。これは、電波障害の影響予測

において一般的に用いられている手法であり、特に問題ないと考える。 

 

（環境保全対策の実施の方針） 

・ 電波障害が確認された場合は、共同受信施設又は個別アンテナ施設の設置等

による対応を行うとしており、特に問題ないと考える。 
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７ 陸域生態系 

 

（１）主な住民意見等 

（住民意見） 

・ 施設の稼働や車の走行から発生する騒音等で、希少野生動物（特に鳥類）の

生態に影響があるので、陸域生態系の環境影響評価項目に「施設の稼働」「ご

み収集車等の走行」を追加すること。 

 

（調査対象市長意見） 

・ 本事業地は国定公園内にあるため、周辺の景観や植生と調和した施設づくり

に努めること。 

・ 敷地内の緑化を行う際に、周辺の植生等に影響が無いように在来種による緑

化が望ましい。そのために、周辺の植生について適正に把握するよう努めるこ

と。 

・ 陸域生態系については、地元の自然保護団体などの聞取り調査を行い、現地

調査を補完すること。 

・ 事業計画地周辺は、金剛生駒紀泉国定公園であることから、鳥類を始めとし

た陸域生態系について調査を実施し、適切に評価されたい。 

 

（２）検討結果 

（事業計画） 

・ 事業計画地は、土砂採取跡地であり、長年の放置により草本類や木本類が生

育している。事業計画地は金剛生駒紀泉国定公園内にあることから、それにふ

さわしい緑化計画とするとしており、都市計画決定権者に確認したところ、緑

化にあたっては、緑地面積を十分確保するとのことであった。 

・ 緑化計画における周辺の植生等への配慮について、都市計画決定権者に確認

したところ、植栽樹種について、事業計画地周辺の植生との調和を図るため、

植生調査の結果を参考に、可能な限り在来種を採用するよう配慮するとのこと

であった。また、可能な限り周辺の二次林に見られる落葉広葉樹を取り入れ、

定期的な伐採など維持管理を適切に行い、できるだけ里山のイメージに近い緑

地となるよう配慮し、地域の生物多様性の維持、向上を図るとのことであった。 

 緑化を実施する際に外部から土を入手して使用する場合は、可能な限り外来

植生を持ち込まないように配慮する方針であり、具体的な方法は今後検討する

とのことであった。また、緑地の維持管理においては外来種を積極的に排除す

るよう努めるとのことであった。 
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 緑化計画については、在来種の採用や外来種の排除を含め、周辺の植生等に

配慮して検討し、その内容を準備書に記載する必要がある。 

・ プラント排水及び生活排水は、排水処理後、プラントにおいて再利用すると

しており、周辺の水域に放流されることはないとしている。また、緑地等に降

った雨水は地下浸透するが、舗装面に降った雨水は側溝等を通じて沈砂池に集

水した後、天野川に放流するとしている。 

・ 造成工事中及び建設工事中に発生する濁水は、沈砂池に集水した後、天野川

に放流するとしている。また、都市計画決定権者に確認したところ、沈砂池に

加えて、凝集沈殿処理など濁水の流出を防ぐための措置を講じるとのことであ

った。 

 

（環境影響要因及び環境影響評価の項目） 

・ 施設の建設工事に伴い陸生動物、陸生植物、淡水生物の生息・生育環境及び

陸域生態系が変化する可能性があることから、「陸生動物」、「陸生植物」、

「淡水生物」及び「陸域生態系」を評価項目として選定している。 

・ 施設の存在による陸域生態系への影響について、都市計画決定権者に確認し

たところ、施設の存在を環境影響要因とし、事業計画及び現況調査の結果を踏

まえて、適切に予測、評価を行うとのことであり、特に問題ないと考える。 

 

（調査の手法） 

・ 現況調査として、既存資料調査及び現地調査を行うとしている。また、都市

計画決定権者に確認したところ、地元の自然保護団体等に対して聞き取り調査

を行うとのことであり、特に問題ないと考える。 

・ 陸生動物のうち、哺乳類について、事業計画地及びその周辺約 200m の範囲に

おいて、フィールドサイン法及びトラップ調査法による調査を 4 季行うとして

いる。 

 陸生動物、陸生植物及び淡水生物（水生植物）の調査範囲の設定の考え方に

ついて、都市計画決定権者に確認したところ、「面整備事業環境影響評価技術

マニュアル」（平成 11 年 11 月、建設省都市局都市計画課）を参考にして、事

業計画地及びその周辺約 200m の範囲を基本としたうえで、調査ルートの設定

や土地利用を考慮し設定したとのことであった。 

また、トラップ調査法の調査地点について確認したところ、事業計画地内 1

地点、事業計画地外 2 地点（樹林地 1 地点、草地 1 地点）の 3 地点を想定して

いるとのことであった。事業計画地及びその周辺の地域が、土砂採取跡地であ

る事業計画地、国定公園の樹林地、造成跡地の草地及び耕作地に大きく分けら
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れることから、その状況を的確に把握することができるように配置したとのこ

とであり、特に問題ないと考える。             （資料７－１） 

・ 鳥類について、ラインセンサス法及びポイントセンサス法による調査を 4 季

（春・初夏・秋・冬）行うとしている。ラインセンサス法の調査ルートについ

て確認したところ、事業計画地外北側から西側の樹林地及び事業計画地を網羅

するルート、事業計画地外南側の耕作地を網羅するルートの 2 ルートを想定し

ているとのことであった。ポイントセンサス法の調査地点については、事業計

画地内 1 地点、事業計画地外南側の耕作地付近 1 地点の 2 地点を想定している

とのことであり、特に問題ないと考える。 

 また、事業計画地周辺に樹林地や耕作地が分布しており、猛禽類が生息して

いる可能性があることから、事業計画地及びその周辺の 2 地点において、定点

観察法による調査を繁殖期である早春から夏にかけて 7 回程度行うとしている。

その調査地点について確認したところ、事業計画地内 1 地点、事業計画地外南

側の耕作地付近 1 地点の 2 地点を想定しており、調査範囲は、調査地点から視

認可能な範囲（目安として周辺約 1km 程度）とする方針であるとのことであり、

特に問題ないと考える。 

・ 両生類及び爬虫類について、直接観察法による調査を 3 季（春・夏・秋）行

うとしており、特に問題ないと考える。 

・ 昆虫類について、任意採取法による調査を春から秋にかけての 3 季、ライト

トラップ法及びベイトトラップ法による調査を夏季及び秋季の 2 季行うとして

いる。ライトトラップ法及びベイトトラップ法の調査地点について確認したと

ころ、事業計画地内 1 地点、事業計画地外 2 地点（樹林地 1 地点、草地 1 地点）

を想定しているとのことであり、特に問題ないと考える。 

・ 陸生植物について、植物相の目視観察法による調査及び植生の植物社会学的

調査法による調査を、冬季を除く 4 期（春・初夏・夏・秋）行うとしている。

都市計画決定権者に確認したところ、植生調査の実施にあたっては事業計画地

周辺の植生を的確に把握することができるよう配慮するとのことであり、特に

問題ないと考える。 

・ 淡水生物について、天野川の 2 地点において、魚類、底生生物の任意採取法

及び目視観察法による調査を 3 季（春・夏・秋）、水生昆虫類の任意採取法及

びコドラート法による調査を 3 季（早春・夏・冬）行うとしている。調査地点

は事業計画地の上流側及び下流側でそれぞれ 1 地点としており、下流側の調査

地点の選定の考え方について、都市計画決定権者に確認したところ、水深、流

速、河床構造等に変化があり、水生生物の多様な生息環境が存在することから、

天野川の生物相を把握する地点として適切と判断したとのことであった。 
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 名勝として指定されている磐船峡付近の現地調査の必要性について、都市計

画決定権者に確認したところ、磐船神社の側を流れる支流を調査地点として追

加するとのことであり、特に問題ないと考える。 

 また、水生植物について、目視観察法による調査を陸生植物の植物相の調査

と同様に 4 期行うとしており、特に問題ないと考える。 

・ 陸域生態系について、陸生動物、陸生植物の現況調査の結果に基づき、上位

性、典型性、特殊性の観点から複数種を選定し、群集の構造、移動経路、食物

連鎖の状況について解析するとしており、特に問題ないと考える。 

 

（予測及び評価の手法） 

・ 工事の実施に伴う動物・植物の生息・生育環境の変化の程度について、陸生

生物、淡水生物に影響を及ぼす環境の変化を勘案し、既存類似例、文献等を参

考にして予測するとしている。 

 

（環境保全対策の実施の方針） 

・ 陸域生態系については、調査結果を踏まえ、適切な対策を実施するとしてい

る。対策の内容について、都市計画決定権者に確認したところ、低騒音・低振

動型建設機械の採用に努めることや事業計画地周辺の植生に配慮した緑化など

が考えられるとしており、具体的には、事業計画や調査結果を踏まえ、準備書

で明らかにするとのことであった。また、調査範囲において猛禽類の営巣が確

認された場合や代償措置として重要な生物の移植を実施する場合には適切に対

応するとのことであり、特に問題ないと考える。 
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資料７－１ 陸域生態系の調査地点 

 

陸生動物、陸生植物、淡水生物（水生植物）調査範囲 

淡水生物（底生生物、魚類、水生昆虫類）調査地点（３地点） 

ほ乳類、昆虫類トラップ地点（３地点） 

鳥類ﾎﾟｲﾝﾄｾﾝｻｽ地点（２地点）、     猛禽類調査地点（２地点） 

鳥類ﾗｲﾝｾﾝｻｽ調査ルート（２ルート） 

事業計画地 

図  現地調査地点（陸域生態系） 

（都市計画決定権者提出資料）
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８ 人と自然との触れ合いの活動の場 

 

（１）主な住民意見等 

（住民意見） 

・ なし 

 

（調査対象市長意見） 

・ なし 

 

（２）検討結果 

（事業計画） 

・ 事業計画地の現状は、土砂採取跡地で裸地または草地である。 

・ 事業計画地は金剛生駒紀泉国定公園内に位置し、事業計画地周辺には、くろ

んど園地、ほしだ園地といった自然公園施設やハイキングコースが整備され、

ごみ収集車及び工事用車両はハイキングコースのある道路を走行する。 

・ 事業計画地における緑地の整備について、都市計画決定権者に確認したとこ

ろ、事業計画地が国定公園内にあることから、それにふさわしい緑の整備を行

い、その具体的な内容は関係機関と協議を行うとのことであった。 

 また、施設を交流の場、情報提供の場と位置付け、周辺住民はもとより市民

の触れ合いを通じ、啓発機能のあるべき方向性を検討するとのことであり、今

後は市民の意見も取り入れながら施設整備を検討するとのことであった。 

 

（環境影響要因及び環境影響評価の項目） 

・ ごみ収集車及び工事用車両が、事業計画地周辺のハイキングコースのある道

路を走行することから、評価項目に選定しており、特に問題ないと考える。 

 

（調査の手法） 

・ ハイキングコースの利用状況を把握するために、ごみ収集車及び工事用車両

の走行ルートを横断する 3 地点で、秋季に平日、休日各 1 回の現地調査を行う

とともに、聞き取り調査を行うとしており、特に問題ないと考える。 

 

（予測及び評価の手法） 

・ ごみ収集車及び工事用車両の走行によるハイキングコースの利用環境の変化

について、交通量変化等による予測を行うとしており、特に問題ないと考える。
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９ 景観 

 

（１）主な住民意見等 

（住民意見） 

・ 景観の調査範囲について、地形によっては遠距離であっても影響がある。一

律に 3km と設定した理由を明示すること。 

 

（調査対象市長意見） 

・ 本事業地は国定公園内にあるため、周辺の景観や植生と調和した施設づくり

に努めること。 

・ 景観の予測及び評価にあたっては、白煙の発生を考慮して行うこと。 

・ 事業計画地は、交野八景（天の樟船渓谷の朝霧）に近傍するため、人工物が

磐船神社を中心とする景観形成に悪影響を与えないよう、検討されたい。 

・ 事業計画地は、金剛生駒紀泉国定公園内であるため、自然景観に配慮された

い。 

 

（２）検討結果 

（事業計画） 

・ 事業計画地は、金剛生駒紀泉国定公園内に位置することから、施設の配置・

構造等の検討にあたっては、周辺環境や土地利用との調和を図るよう景観の保

全に配慮する方針であるとしている。 

 都市計画決定権者に確認したところ、事業の実施にあたっては、「交野市景

観まちづくり条例」に基づき交野市と協議を行うことはもとより、公共事業で

あることから、「大阪府公共事業景観形成指針」に即して事業を実施すること

により、良好な景観の形成に努めるとのことであった。 

・ 煙突を除く建物高さを 13m 以下とし、煙突高さを 59m とする計画である。 

・ 事業計画地の一部及びその周辺は、名勝として指定されている磐船峡の区域

であり、また、交野八景（天の樟船渓谷の朝霧）に選定されている河川景観に

近接している。したがって、建物・構造物の配置・意匠・色彩等については、

周辺の景観との調和に配慮するとしており、また、都市計画決定権者に確認し

たところ、名勝の景観に配慮した事業計画となるよう大阪府教育委員会と協議

を行うとのことであった。 

 

（環境影響要因及び環境影響評価の項目） 

・ 施設の存在により自然景観及び歴史的・文化的景観が変化する可能性がある



 

 - 51 -

ことから、「自然景観」及び「歴史的・文化的景観」を評価項目として選定し

ており、特に問題ないと考える。 

 

（調査の手法） 

・ 事業計画地周辺の眺望地点の状況を把握するため、既存資料調査を行うとと

もに、事業計画地周辺 3km 以内の 7 地点で、写真撮影による現地調査を 1 回行

うとしている。調査地点の選定の考え方について、都市計画決定権者に確認し

たところ、不特定かつ多数の者が利用している場所、地域住民が日常生活上慣

れ親しんでいる場所、視界が開けた場所及び文化財（名勝）がある場所から、

事業計画をもとに、施設完成後の変化を把握することができる地点を選定する

とのことであり、事業計画地西側の磐船峡付近の道路上からの景観についても、

視認性等を調査するとのことであった。 

・ 調査範囲については、事業計画地周辺 3km 以内としているが、都市計画決定

権者に確認したところ、それ以外の地域においても、眺望地点からの見晴らし

がよく、施設を視認することができる場所があれば、眺望地点を追加するとと

もに、調査結果に基づき、その中から代表的な予測地点を適切に選定するとの

ことであり、特に問題ないと考える。 

 

（予測及び評価の手法） 

・ 施設の存在に伴う自然景観及び歴史的・文化的景観の変化について、カラー

フォトモンタージュの作成により、代表的な眺望地点からの眺望の変化を予測

するとしている。これは一般的に用いられている手法であり、特に問題ないと

考える。 

・ 煙突からの白煙の影響について、都市計画決定権者に確認したところ、白煙

防止装置を設置することにより、外気温度０℃以下または外気相対湿度 70％以

上となる気象条件を除けば白煙の出現はないものと考えているとのことであっ

た。今後、白煙防止装置の能力と事業計画地の気象条件から白煙が出現する程

度を検討し、必要に応じて、適切に予測、評価を行うとのことであり、特に問

題ないと考える。 

 

（環境保全対策の実施の方針） 

・ 事業計画地が、金剛生駒紀泉国定公園及び近郊緑地保全区域内にあるため、

施設の建物の高さを制限することで建物のボリューム感を低減し、屋根も柔ら

かなイメージとするとしている。また、色彩的には、周囲の山林と調和するよ

うに配慮するとしている。 



 

 - 52 -

・ 敷地内の緑化については、国定公園にふさわしい緑の整備を行うとしている。

また、緑の整備にあたっては、造成計画の段階から、緑の配置を工夫すること

により、建物と自然の調和を目指すとしている。 
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10 文化財 

 

（１）主な住民意見等 

（住民意見） 

・ なし 

 

（調査対象市長意見） 

・ 事業計画地の一部は、大阪府古文化紀念物等保存顕彰規則指定（名勝）にか

かるため、景観に配慮し整備されたい。 

 

（２）検討結果 

（環境影響要因及び環境影響評価の項目） 

・ 対象事業実施区域の一部及びその周辺が、磐船峡（名勝）の区域であること

から、施設の存在を環境影響要因とし、「有形文化財等」を評価項目に選定し

ており、特に問題ないと考える。 

・ 対象事業実施区域に埋蔵文化財が存在しないことから、「埋蔵文化財」を評

価項目として選定しないことについて特に問題ないと考える。 

 

（調査の手法） 

・ 対象事業実施区域の周辺地域における文化財の状況を把握するため、既存資

料を収集するとしており、特に問題ないと考える。 

 

（予測及び評価の手法） 

・ 施設の存在による名勝に与える影響の程度を予測するため、現況調査の結果

及び環境保全措置の内容から定性的に予測するとしており、特に問題ないと考

える。 

 

（環境保全対策の実施の方針） 

・ 建物・構造物を設置する際には文化財の保全に努めるとされていることから、

その内容について都市計画決定権者に確認したところ、名勝の景観に配慮した

事業計画となるよう、大阪府教育委員会と協議していくとのことであった。 

・ 工事の実施に当たっては、工事前に大阪府教育委員会等の関係機関と協議し、

また、工事中に文化財が発見された場合は、大阪府教育委員会等に協議を行う

としており、特に問題ないと考える。 
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11 廃棄物、発生土 

 

（１）主な住民意見等 

（住民意見） 

・ 焼却灰の処理方法等について、「保管方法」、「処理方法」、「使用薬剤の

情報」及び「最終処分の行き先、量」の詳細を明示すること。 

・ 平成 10 年に、市行政はこの予定地を買収したが、そのときすでに建設廃材ほ

か産業廃棄物などが 145,000 ㎥投棄されていた。 

 

（調査対象市長意見） 

・ 建設予定地では、土地の形状や地歴等から建設残土が廃棄されていることが

想定されており、土中から掘り出した建設廃材の処理については法令に従い適

正に行うこと。 

 

（２）検討結果 

（施設の供用に伴う廃棄物） 

・ 施設の稼動に伴い、一般廃棄物及び産業廃棄物が発生することから、施設の

稼動を環境影響要因とし、「一般廃棄物」及び「産業廃棄物」を評価項目とし

て選定しており、特に問題ないと考える。 

・ 施設の稼動に伴い発生する廃棄物について、廃棄物の種類、発生量、再生利

用量及び最終処分量等を予測するとしている。また、予測方法は、既存類似例

等を考慮し、事業計画及び原単位により予測する方法としており、特に問題な

いと考える。 

・ 施設の稼動に伴い発生する焼却灰は適正に保管、処理するとともに、飛灰は

薬剤処理したのち、最終処分するとしている。また、「保管方法」「処理方法」

「使用薬剤の情報」及び「最終処分先、量」について準備書に記載するとして

いる。 

・ 排水処理施設及び合併浄化槽での排水処理により発生する汚泥の処理方法に

ついて都市計画決定権者に確認したところ、排水処理施設の汚泥は定期的に引

き抜き、脱水後、焼却灰とともに最終処分し、合併浄化槽の汚泥は一般廃棄物

として年 1 回程度指定業者が収集し、交野市のし尿及び浄化槽汚泥処理施設で

処理を行うとのことであった。 

・ 供用時においては、ごみの減量や分別排出に対する啓発を行うことにより、

ごみの減量化を図り、焼却施設から発生する焼却灰・飛灰やリサイクル施設か

ら発生する不燃残さの低減に努め、最終処分場への搬入量の低減に繋げるとし
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ている。また、施設内においても、ごみの減量や分別排出に努めるとしており、

特に問題ないと考える。 

 

（工事の実施に伴う廃棄物等） 

・ 施設の建設工事に伴い、一般廃棄物、建設廃材等の産業廃棄物、掘削土及び

建設残土が発生することから、施設の建設工事を環境影響要因とし、「一般廃

棄物」、「産業廃棄物」及び「発生土」を評価項目として選定しており、特に

問題ないと考える。 

・ 工事に伴い発生する廃棄物、発生土について、廃棄物の種類、発生量、再生

利用量（自ら利用する量、外部委託量）、処理量及び最終処分量等を予測する

としている。また、予測方法について、造成工事による廃棄物量及び発生土量

は土壌・土質等調査の結果から算定し、建設工事による廃棄物は既存類似例等

を考慮し、事業計画及び原単位により予測する方法によるとしており、特に問

題ないと考える。 

・ 造成工事に伴う発生土は事業計画地内の盛土として、極力再利用に努め発生

抑制を図るとともに、工事間流用を促進し処分量を削減するとしている。想定

される発生土量、再利用量及び処分量等について都市計画決定権者に確認した

ところ、土壌・土質等調査の結果を踏まえて検討していく予定であり、今後準

備書作成までに造成工事計画を決定するとのことであった。 

・ 土壌・土質等調査の結果によると、事業計画地で建設廃棄物が確認されてい

ることから、造成工事に伴い発生する建設廃材等の廃棄物の処理方法について

都市計画決定権者に確認したところ、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

に則り適切に処分するとのことであり、特に問題ないと考える。 

・ 工事期間中においては、建設工事で発生する廃棄物について、極力発生抑制

ができる工法及び資材の選定を行うとしている。また、施工段階では資材の再

利用に努めるとともに、最終的に発生する廃棄物については適正に処理・処分

を行うよう、施工業者に対する指導を徹底するとしている。工事事務所から発

生する廃棄物についても減量化に努めるよう、施工業者に対する指導を徹底す

るとしており、特に問題ないと考える。 
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12 地球環境 

 

（１）主な住民意見等 

（住民意見） 

・ なし 

 

（調査対象市長意見） 

・ 温室効果ガスの排出量抑制のため、適用する予定である熱回収施設や省エネ

型機器の導入などにあたっては技術開発に注視し、その時点で最善の技術を検討

されたい。 

 

（２）検討結果 

（事業計画） 

・ ごみ処理施設から発生する熱を廃熱ボイラーで回収し、蒸気タービンにより

発電するとしている。 

・ 発電施設の定格能力は 2,180kW としている。発電効率及び発電電力の用途に

ついて都市計画決定権者に確認したところ、発電効率は 14%であり、発電量のう

ち場内にて 1,500kW を消費し、余剰電力については売電するとのことであった。

また、発電効率を 14％以上とすることが可能な運転条件については、基準ごみ

で２炉運転時には可能であり、２炉運転は年間 195 日と想定しているとのことで

あった。 

 より効率のよい発電を行うため、熱回収率の向上等検討を行い、その結果を準

備書に記載するとしている。 

 

（環境影響要因及び環境影響評価項目） 

・ 施設の稼働、ごみ収集車等の走行、施設の建設工事及び工事用車両の走行に

伴い排出される「温室効果ガス」を評価項目として選定しており、特に問題ない

と考える。 

 

（予測及び評価の手法） 

・ 予測を行う温室効果ガスの種類について都市計画決定権者に確認したところ、

施設の稼働については、二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素を予測するとのこ

とであった。また、ごみ収集車等の走行、工事の実施による建設機械の稼働及び

工事車両の走行については、二酸化炭素の排出量を予測するとのことであった。 

・ 温室効果ガスの排出量については、既存類似事例等を参考に事業計画及び原
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単位により予測するとしている。予測手法について、都市計画決定権者へ確認し

たところ、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.3.0」（平成 22

年 6 月、環境省・経済産業省）に基づき算定するとのことであり、特に問題ない

と考える。 

 

（環境保全対策の実施の方針） 

・ 省エネルギー型の機器の使用に努め、廃熱についても効率的なエネルギーの

利用に努めるとしている。二酸化炭素の排出を出来る限り削減するため、機器

の導入方針について都市計画決定権者に確認したところ、設置する熱回収施設

や省エネ型機器の導入などにあたっては、その時点で最善の技術を導入すると

のことであった。 
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Ⅲ 指摘事項 

 

当審査会では、都市計画決定権者から提出された方法書について、「環境影響評価

及び事後調査に関する技術指針」に照らし、その内容を専門的かつ科学的な視点から精

査した。また、住民から知事に提出された環境の保全の見地からの意見、住民から都市

計画決定権者に提出された同見地からの意見及び当該意見に対する都市計画決定権者

の見解、並びに、環境影響評価を実施する地域を管轄する市長である交野市長及び四條

畷市長から提出された同見地からの意見にも配慮して検討した。 

その結果、方法書の記載内容は対象事業に係る環境影響評価を行う方法としては概

ね妥当なものと考えるが、より一層、環境の保全に配慮した事業計画となるようにとい

う視点も加え、下記のとおり環境の保全の見地からの意見をとりまとめた。 

大阪府知事におかれては、これらの事項が環境影響評価準備書の作成等に反映され

るよう都市計画決定権者を十分指導されたい。 

 

記 

 

全般的事項 

（１） 両市の将来人口推計に係る最新の知見を踏まえて、処理能力を適切に検討し、そ

の結果を準備書に記載すること。 

（２） 煙突高さについて、大気質及び景観の予測評価をとおして検討し、その内容を準

備書に記載すること。 

（３） ごみ収集車について、現状の積載率を前提に、適切な運行台数を設定すること。 

 

大気質 

（１） 簡易法による窒素酸化物濃度の水平分布の調査結果を踏まえ、事業計画地でのデ

ータを予測地点の現況値として取り扱うことの妥当性について検討した上で、必要

に応じて、予測地点において技術指針の方法により四季調査を実施すること。 

（２） ごみ収集車等事業関連車両については、環境負荷の少ない低公害車の導入・低公

害車用燃料等供給設備の設置及び最新規制適合車への早期転換を検討し、その内容

を準備書に記載すること。 

 

水質・底質、地下水、土壌汚染 

（１） 地下水の流向流速等がより適切に把握できるよう、事業計画地内で複数の調査地

点を選定すること。 

（２） 事業計画地で検出された汚染土壌により汚染された表流水及び地下水が、供用時

や工事中に、事業計画地外へ流出することにより周辺の河川等へ影響を及ぼさない

よう、事業計画や工事計画に合わせて、対策の内容を検討し、準備書に記載するこ

と。 
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騒音、振動、低周波音 

（１） 建設工事において発破を使用する必要があると考えられる場合は、「低周波音」

を評価項目として選定し、適切に予測、評価を行うこと。 

 

陸域生態系 

（１） 緑化計画については、在来種の採用や外来種の排除を含め、周辺の植生等に配慮

して検討し、その内容を準備書に記載すること。 
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